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はじめに  

  
この報告書は、令和４年３月に策定した、「福岡県ワンヘルス推進行動計画」（計画期間：令和４

年度～令和８年度）の令和５年度の実施状況を取りまとめたものです。  

第１部は行動計画の概要を、第２部は行動計画の令和５年度の実施状況及び数値目標の実績を取

りまとめています。  

  

 

 

第１部 行動計画の概要  

    

１ 策定の背景 
新型コロナウイルス感染症をはじめ中東呼吸器症候群(MERS)、重症急性呼吸器症候群(SARS)

など、人と動物双方に感染する「人獣共通感染症」は、いまや人の感染症の約 60％を占めると

言われています。 

人獣共通感染症は、人口増加、森林開発や農地化等の土地利用の変化、これらに伴う生態系

の劣化や気候変動等によって人と動物との関係性が変化したために、元々野生動物が持ってい

た病原体が様々なプロセスを経て人にも感染するようになったとされています。 

このように、様々な分野にまたがる問題が要因とされている人獣共通感染症に対応するため

には、「人と動物の健康と環境の健全性は一つ」と考えるワンへルスの理念に基づく総合的な取

組が重要です。2016（平成 28）年 11月に北九州市で開催された「第 2回世界獣医師会－世界医

師会“One Health”に関する国際会議」において、ワンヘルスの理念を実践する基盤となる

「福岡宣言」が採択されました。それ以降、本県では、「福岡宣言」の地として、ワンへルスの

推進に取り組んできました。 

そして、2020（令和２）年 12月、議員提案により、全国で初めてとなる「福岡県ワンへルス

推進基本条例」を制定しました。 

この条例では、福岡県におけるワンヘルスの実践の仕組みを構築し、県民及び動物の健康並

びに環境の健全性を一体のものとして守り、その活動を次世代に継承していくために、６つの

基本方針を示しています。 

[6つの基本方針] 

①「人獣共通感染症対策」 

②「薬剤耐性菌対策」 

③「環境保護」 

④「人と動物の共生社会づくり」 

⑤「健康づくり」 

⑥「環境と人と動物のより良い関係づくり」  

これら６つの基本方針を着実に進めていくため、基本方針に基づき実施する県の施策又は取

組を体系的に整理したものが本行動計画です。 

なお 2022年（令和４）10月には、ワンヘルスの取組の実効性を確保するため、県や市町村、

事業者、県民が担うべき責務などを定めた「環境と人と動物のより良い関係づくり等福岡県に

おけるワンヘルスの実践促進に関する条例」を制定しました。 

      

  

 

２ 計画の期間  
令和４年度～令和８年度までの５年間。  
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第２部 行動計画の実施状況 

    

第１章 実施状況報告について 
６つの基本方針に、ワンヘルスの理念の普及や中核拠点の整備等を推進するための「ワン

ヘルス実践の基盤整備」を加えた７つの柱に沿って、令和５年度に実施した主な取組を報告

します。また、併せて「環境と人と動物のより良い関係づくり等福岡県におけるワンヘルス

の実践促進に関する条例」第 29条により条例の規定に基づく取組の実施状況も報告します。 

 

第２章 行動計画の体系図 

７つの柱 取組事項 

１ 人獣共通感染症対策 

（１）発生予防（平時の対応） 

（２）まん延防止（患者発生時の対応） 

（３）動向調査、監視 

（４）研究開発、創薬 

（５）普及啓発 

２ 薬剤耐性菌対策 

（１）動向調査、監視 

（２）感染予防、管理 

（３）抗微生物剤の適正使用 

（４）普及啓発 

３ 環境保護 

（１）生物多様性の保全 

（２）地球温暖化対策 

（３）大気・水・土壌環境保全対策 

（４）普及啓発 

４ 人と動物の共生社会づくり 

（１）人と愛玩動物の関係性の向上 

（２）災害発生時等に備えた体制整備 

（３）人と野生動物の共存 

５ 健康づくり 
（１）自然とのふれあいを通じた健康づくり 

（２）愛玩動物とのふれあいを通じた健康づくり 

６ 環境と人と動物のより良い

関係づくり 

（１）健全な環境下における安全な農林水産物の生産等 

（２）生産・消費における環境への負担の低減 

（３）地産地消・食育の推進 

（４）有益な微生物の活用 

７ ワンへルス実践の基盤整備 
（１）啓発活動の推進 

（２）教育の推進 

（３）中核拠点の整備等 
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第３章 施策の実施状況 

 
【凡例】 

 

１ 人獣共通感染症対策 

（１）発生予防（平時の対応） 
 

 

 

 

 

 

 

（感染症発生動向調査体制の整備） 

主な取組 

（令和５年度に

実施した取組） 

実施状況 

（取組の具体的な内容） 

実 践 条

例 該 当

条文 

 

 

１ 人獣共通感染症対策 

（１）発生予防（平時の対応） 
（感染症発生動向調査体制の整備） 

結核・感染症発生

動向調査委員会

の開催 

・結核・感染症発生動向調査委員会を開催し、定期的に定点医療機関

の設定や対象疾病の発生動向について分析、評価を行うなど感染症

発生動向調査が地域の偏りなく、安定的に実施できるよう、その体

制の構築及び維持を行いました。 

（開催回数 ４回） 

― 

 

（連携体制の構築） 

新型インフルエ

ンザ対策会議及

び訓練の実施 

・各保健福祉（環境）事務所が主体となり新型インフルエンザ等が

発生した際を想定した訓練及び協力体制整備のための会議を開催

しました。 

― 

 

（県民への正しい情報の提供） 

感染症の発生動

向の調査・公表 

・感染症の発生動向について、毎週、週次報告を作成し、ホームペ

ージへ掲載するとともに、記者発表を通じて、広く県民に情報提

供を行いました。また、年報である「事業資料集」の作成を行

い、関係機関等に配布、提供し、情報の共有に努めました。 

― 

 

（医療提供体制の充実） 

医療安全対策・

院内感染防止対

策研修会の開催 

・保健所設置市を除く医療機関（病院、診療所、助産所）で医療安

全対策に従事する職員を対象に、専門家を招き、医療安全研修会

を実施しました。 

― 

 

 

 

 

 

「環境と人と動物のより良い関係づくり等福岡県におけるワンヘルスの実

践促進に関する条例」の中で該当する条文を記載 

７つの柱 

取組事項（中項目） 

小項目 
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（医薬品等の備蓄と安全確保） 

抗インフルエン

ザウイルス薬の

備蓄 

・福岡県新型インフルエンザ対策行動計画に基づき、抗インフルエ

ンザウイルス薬の備蓄管理を行いました。 
― 

医療用資材の流

通備蓄体制の維

持 

・福岡県医療機器協会と締結した「医療用資材の流通備蓄に関する

協定」に基づき、医療用資材の流通備蓄体制を維持し、新興感染

症の感染拡大等による市場ひっ迫時にも医療機関等への安定供給

を確保しました。 

― 

薬事情報センタ

ーの運営事業費

の助成 

・医療従事者からの照会への回答及び薬事情報の提供、「くすりな

んでもテレホン」を通じた県民からの医薬品等に関する相談対応

等により医薬品等の適切な使用に寄与している、薬事情報センタ

ーの運営に対して事業費を助成しました。 

― 

病院・診療所立

入検査の実施 

・保健所設置市を除く全病院、１/５の無床診療所、１/３の有床診

療所を対象に立入検査を実施し、医療安全体制について監視を行

い、不適事項については、改善報告を求めました。 

― 

 

（感染症の調査研究） 

人獣共通感染症

対策に資する調

査研究を実施 

・ワンヘルス動物由来感染症サーベイランスの全国展開に向けた基

盤構築に資する調査研究について、厚生労働行政推進調査事業費

に申請し、国立感染症研究所等と共同で人獣共通感染症対策に資

する調査研究を実施しました。 

第 27 条

第 1項 

 

（家畜伝染病予防対策） 

ワンヘルス普及

拡大推進事業推

進会議の開催及

びワンヘルス推

進にかかる広報

活動（啓発資料

作成等） 

・ワンヘルス普及拡大推進事業推進会議を開催するとともに、ワンヘ

ルスカーによる啓発、メールマガジンの発信、パンフレット作成、

配布等により広報活動を行いワンヘルスの周知を図りました。 

（推進会議開催回数 ２回） 

第 14 条

第 1項 

畜産農場での薬

剤耐性菌に係る

調査の実施 

・畜産農場の巡回調査を行い、飼養衛生管理基準の遵守指導を実施

しました。 

（畜産農場巡回調査 873回） 

第 14 条

第 1項 

 

 

（狂犬病予防対策） 

狂犬病予防注射

の集団注射の実

施 

・（公社）福岡県獣医師会に狂犬病集団注射業務を委託し、集団注

射を実施しました。 

（狂犬病集団注射実績 17,435頭） 

― 
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（愛玩動物の感染症対策） 

犬猫の飼い主向

けの講習会の開

催 

・（公財）福岡県動物愛護センターにて、犬のしつけ方教室を実施

しました。 

（一般コース 実施回数 10回、参加者数 68人） 

（子犬コース 実施回数 ４回、参加者数 73人） 

・（公財）福岡県動物愛護センターにて、猫の適正飼養講習会を実

施しました。 

（実施回数 ４回、参加者数 34人） 

― 

動物取扱責任者

研修の実施 

・動物取扱責任者研修を県内３ブロック及び WEBにて開催しまし

た。 

（修了証交付人数 1,090人） 

― 

 

（食中毒予防対策） 

と畜検査、食鳥検

査の実施 

・県内と畜場において、と畜検査を実施しました。 

（検査か所 ２か所、検査頭数 76,817頭） 

・県内の大規模食鳥処理場において、食鳥検査を実施しました。 

（検査か所 ２か所、検査羽数 2,529,508羽） 

― 

食品営業施設等へ

の監視指導の実施 

・食品等の製造、流通、販売状況や食中毒の発生状況、施設の食

品衛生上の管理状況を把握するために県内全域の監視指導を実

施しました。 

（計画監視回数 25,192回、監視件数 15,969件、監視率実績 

63.4％） 

― 

 

（２）まん延防止（患者発生時の対応） 
（医療提供確保） 

感染症危機管理

対策委員会の開

催 

・県内で流行している感染症について適切に対応するため、感染症

危機管理対策委員会を開催しました。 

（開催回数 １回） 

― 

 

（積極的疫学調査と健康診断） 

疫学調査の実施 

・感染症の発生時に、患者及びその家族等に対して、疫学調査を行

い、その調査結果等に基づいて、感染拡大防止のための指導や啓

発等を行いました。 

― 

 

（県民への正しい情報提供） 

国内発生のない

感染症の発生動

向について調

査・公表 

・国内発生のない感染症の患者発生はありませんでした。 ― 

 

（ワクチン接種の推進） 

予防接種センタ

ー機能推進事業

の実施 

・予防接種法に基づき、（公社）福岡県医師会や福岡県の各予防接

種センターと連携し、県民の皆様がより安全かつ有効に定期の予

防接種が受けられるように取り組みました。 

― 
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（家畜伝染病対策） 

県域防疫演習及

び地域防疫演習

の開催 

・地域防疫演習（福岡、北九州、筑豊、京築、両筑、筑後地域）を

開催し、関係機関の連携を強化し、万一の発生に備えた初動体制

を維持しました。 

（地域防疫演習の開催 32回） 

第 14条 

第 1項 

 

（従事者の健康調査） 

鳥インフルエン

ザ発生時におけ

る畜産農場の職

員及び作業従事

者への健康調査

の実施 

・家きんにおける鳥インフルエンザの発生はありませんでした。 ― 

 

（獣医師からの届出） 

獣医師に対する

周知徹底 

・（公社）福岡県獣医師会及び（公社）北九州市獣医師会を通じ、

各獣医師に感染症法第 13条に基づく届出を行うよう、周知しま

した。 

― 

 

（狂犬病対策） 

狂犬病予防発生

時対応訓練の実

施 

・狂犬病予防員を対象に、狂犬病確定診断のための検査技術研修会

を実施しました。 

・狂犬病疑動物の脳検体採材実習を実施しました。 

― 

狂犬病予防に関

する啓発の実施 
・県内で狂犬病の発生はありませんでした。 ― 

 

（飼養鳥の感染症対策） 

鳥インフルエン

ザ発生時におけ

る感染拡大防止 

・飼養鳥における鳥インフルエンザの発生はありませんでした。 ― 

 

（３）動向調査、監視 
（感染症発生動向調査と流行予測調査） 

感染症流行予測

調査の実施 

・環境水中、豚の血液、ヒトの血液を検査し、ポリオ、日本脳炎、

麻しん、風しん、新型コロナウイルス感染症、百日咳、ジフテリ

ア及び破傷風について病原体の検索及び集団免疫の現状把握を行

いました。 

― 

感染症の発生動

向について調査・

公表（再掲） 

・感染症の発生動向について、毎週、週次報告を作成し、ホームペ

ージへ掲載するとともに、記者発表を通じて、広く県民に情報提

供を行いました。また、年報である「事業資料集」の作成を行

い、関係機関等に配布、提供し、情報の共有に努めました。 

― 
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（感染症の調査研究） 

人獣共通感染症

対策に資する調

査研究を実施

（再掲） 

・ワンヘルス動物由来感染症サーベイランスの全国展開に向けた基

盤構築に資する調査研究について、厚生労働行政推進調査事業費

に申請し、国立感染症研究所等と共同で人獣共通感染症対策に資

する調査研究を実施しました。 

第 27 条

第 1項 

 

（家畜の定期検査） 

家畜伝染病や家

畜伝染性疾病の

発生予防(発生予

察)や家畜伝染病

発生時のまん延

防止に係る臨床

検査及び精密検

査の実施 

・ブルセラ症、結核、ヨーネ病、オーエスキー病、家きんサルモネ

ラ症、腐蛆病について検査を実施しました。 

（検査頭羽数(実績) ブルセラ症 ７頭、結核 ０頭、ヨーネ病 

2,937 頭、オーエスキー病 577頭、家きんサルモネラ症 320

羽、腐蛆病 6,434群） 

第 14 条

第 1項 

 

（愛玩動物の病原体保有状況調査） 

愛玩動物におけ

る共通感染症保

有状況等調査 

・（公社）福岡県獣医師会会員の動物病院に来院した犬から検体を

採取し、レプトスピラ菌及び SFTSウイルスの抗体・遺伝子検査を

実施しました。 

（調査数 レプトスピラ菌 65検体（うち、抗体検査陽性 21検

体）、SFTSウイルス 65検体（うち、抗体・遺伝子検査陽性 ０

検体）） 

第 14 条

第 1項 

 

（野鳥の鳥インフルエンザに関する調査） 

鳥獣保護管理員

による野鳥の巡

視 

・68名の鳥獣保護管理員（会計年度任用職員）による野鳥の巡視を

行いました。 

（各鳥獣保護管理員 年 40回程度の巡視）  

第 15 条

第 3項 

鳥獣保護区設定

効果調査の実施 

・鳥獣保護区の指定効果を把握するため、鳥獣の生息状況、生息環

境等の調査を実施しました。 

（調査地点 行橋鳥獣保護区、比較対象として曽根干潟を調査） 

第 15 条

第 3項 

死亡野鳥の調査

による高病原性

鳥インフルエン

ザの感染状況の

確認 

・県民等からの死亡野鳥発見の通報を受け、必要に応じて、死亡個

体の回収及び高病原性鳥インフルエンザの簡易検査を実施しまし

た。 

第 15 条

第 3項 

鳥獣保護区にお

ける野鳥の生息

状況等調査を実

施 

・鳥獣保護区における野鳥の生息状況等調査を実施しました。 

（調査地点：11地点（須恵鳥獣保護区、若杉山鳥獣保護区、福岡

市鳥獣保護区、行橋鳥獣保護区、松ヶ江鳥獣保護区、英彦山鳥

獣保護区、川崎鳥獣保護区、田川鳥獣保護区、高良山鳥獣保護

区、グリーンピア八女鳥獣保護区、寺内鳥獣保護区） 

第 15 条

第 3項 
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（野生動物の病原体保有状況等調査） 

蚊のモニタリン

グ調査の実施 

・５月～10月にかけて、感染症を媒介する蚊について、県内数地点

において捕獲し、その生息数及び病原体の保有状況について調査

を行いました。 

― 

野生動物におけ

る SFTSの感染状

況を調査 

・狩猟等により捕殺された野生動物から血液を採取し、SFTSウイル

スの抗体の保有状況を調査しました。 

（シカ 74頭、イノシシ 75頭） 

第 14 条

第 1項 

 

（４）研究開発、創薬 

新製品・新技術

創出研究開発支

援 

・可能性試験から実用化まで切れ目のない総合的な支援メニューを

提供し、県内中小企業の新規事業や商品化・実用化を目指した技

術開発を重点的に支援しました。 

（実用化支援型 2件、育成支援型 1件、育成支援型（特定地域

枠） １件、可能性試験 6件、機能性食品枠 １件） 

第 28条 

 

（５）普及啓発 

県民参加型イベ

ントの開催 

・「ワンヘルスフェスタ 2023」を 10月に筑後地域で、11月に福岡

地域で開催し、ワンヘルスの取組を紹介するパネル展示やステー

ジ発表、ふれあい動物園などのコーナーやワンヘルス宣言事業者

のブース等を設け、ワンヘルスの理念の普及啓発を行いました。 

 （参加者数 筑後地域 2,500人、福岡地域 7,500人） 

― 

ポータルサイト

を活用した情報

発信 

・「福岡県ワンヘルス推進ポータルサイト」を活用して、ワンヘル

スに関する情報を総合的に発信しました。 
― 

啓発資料等の配

布 

・ワンヘルスの認知率を向上させるため、イベント等においてワン

ヘルスロゴマークをデザインしたノベルティの配布やバッジの着

用を実施しました。 

・ワンヘルスに関するポスターや冊子、動画を、関係団体やイベン

ト等を通じて、配付・配信し、ワンヘルスの理解促進を図りまし

た。 

― 

テレビ・新聞広

告による広報 

・「ワンヘルスフェスタ 2023」の開催に合わせて、ワンヘルスに関

する情報をテレビやラジオで発信しました。 

（テレビ ９回、ラジオ 19回） 

・「第４回福岡県ワンヘルス国際フォーラム」に合わせて、同フォ

ーラムの内容や本県のワンヘルスの取組を紹介する新聞記事を掲

載しました。 

― 

インフルエンザ

対策ポスターに

よる周知 

・年間を通してインフルエンザの流行が収まらなかったため、前年

度に作成したインフルエンザ対策ポスターを継続して使用し、県

内の市町村、学校及び医療関係団体等に対して、感染予防の普及

啓発を行いました。 

― 

ホームページ等

を通じた歯科保

健に関する普及

啓発 

・（公社）福岡県歯科医師会ホームページにおいて、歯科保健に関

するクイズを実施しました。 

（クイズ応募者数 6,191人） 

・歯科保健に関するラジオ放送を実施しました。 

（放送回数 ５回） 

・歯科保健に関するポスターの掲示、啓発資料の配布を行いまし

た。 

（掲示数 約 2,640件、配布数 約 2,640件） 

― 



10 

 

人権啓発 

・新型コロナウイルス感染症に関する差別や偏見による人権侵害の

発生防止や発生時における早期解消のため、マスメディア、ホー

ムページ、SNS等、多様な媒体を用いて、正しい知識の普及啓発

を行いました。 

― 

動物取扱責任者

研修会の実施 

・動物取扱責任者研修会において、人獣共通感染症の予防について

講義を行い、共通感染症に対する対しい知識の普及啓発を行いま

した。 

― 

人獣共通感染症

に関する知識の

普及・啓発 

・４月、10 月に実施する鳥獣保護管理員会議において、既存資料

を用いて、ワンヘルスの理念や人獣共通感染症に関する知識の普

及啓発を行いました。 

― 

ワンヘルス普及

拡大推進事業推

進会議の開催及

びワンヘルス推

進にかかる広報

活動（啓発資料

作成等）（再

掲） 

・ワンヘルス普及拡大推進事業推進会議を開催するとともに、ワン

ヘルスカーによる啓発、メールマガジンの発信、パンフレット作

成、配布等により広報活動を行いワンヘルスの周知を図りまし

た。 

（推進会議開催回数 ２回） 

第 14 条

第 1項 

畜産農場での薬

剤耐性菌に係る

調査の実施（再

掲） 

・畜産農場の巡回調査を行い、飼養衛生管理基準の遵守指導を実施

しました。 

（畜産農場巡回調査 873回） 

第 14 条

第 1項 

 

【目標指標の進捗】  

指標 
当初値 

(R2年度) 

目標値 

(R8年度) 

現状値 

(R5年度) 

飼養衛生管理基準に基づく畜産農場

巡回指導実施率 
100% 100%（毎年度） 100% 

食品営業施設等への監視指導実施率 66.8% 100% 63.4% 

動物に触れる際に感染防止に取り組

んでいる県民の割合 

【 参 考 値 】

75.8% 

（2021(R3)年度） 

（ペットとふ

れあう機会

のない人も

対象として

調査） 

100% 
86.4％ 

（R5.12月時点） 
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２ 薬剤耐性菌対策 

（１）動向調査、監視 
（医療機関における動向調査、監視） 

国が行う院内感

染対策サーベイ

ランス事業

（JANIS）への参

加募集案内 

・院内感染対策サーベイランス事業（JANIS）の周知及び参加申込

をオンライン化することにより、医療機関から直接 JANIS事務局

へ参加申込ができるようになりました。 

― 

 

（薬剤耐性菌感染症の調査研究） 

愛玩動物や河川

水における薬剤

耐性菌の調査 

・愛玩動物（犬猫）の糞便や河川水から腸内細菌目細菌を分離し、

薬剤耐性の発現状況に関する検査を行いました。また、河川水か

ら主要な抗微生物剤の検出を実施しました。 

― 

 

（家畜における動向調査、監視） 

薬剤感受性検査

の実施 

・病畜から分離したサルモネラ属菌、黄色ブドウ球菌について薬剤

耐性の発現状況に関する検査を行いました。 

（検査実施数 サルモネラ属菌 ６検体、黄色ブドウ球菌 １検

体） 

第 14 条

第 1項 

 

（愛玩動物における動向調査、監視） 

愛玩動物（犬、

猫）における薬

剤耐性菌の発生

動向を調査 

・（公社）福岡県獣医師会会員の動物病院に来院した犬猫から検体

を採取し、薬剤耐性菌の保有状況を調査し、分離・同定した薬剤

耐性菌について抗微生物剤に対する薬剤感受性試験及び薬剤耐性

遺伝子の検出を行い、推定されなかったものについては次世代シ

ーケンサーによる遺伝子解析を行いました。 

（試験件数 54検体（うち、薬剤耐性菌検出 26検体）） 

第 14 条

第 1項 

 

（河川水における動向調査、監視） 

河川水における

薬剤耐性菌及び

抗微生物剤の実

態を調査 

・自然環境への影響を明らかにするため、河川水から検体を採取し

て、薬剤耐性菌の保有状況を調査し、分離・同定した薬剤耐性菌

について抗微生物剤に対する薬剤感受性試験及び薬剤耐性遺伝子

の検出を行い、推定されなかったものについては次世代シーケン

サーによる遺伝子解析を行いました。 

（試験地点 30地点（うち、薬剤耐性菌検出 25地点、抗微生物剤

検出 19地点）） 

第 14 条

第 1項 

 

（２）感染予防、管理 
（院内感染防止対策の推進） 

医療安全対策・

院内感染防止対

策研修会の開催

（再掲） 

・保健所設置市を除く医療機関（病院、診療所、助産所）で医療安

全対策に従事する職員を対象に、専門家を招き、医療安全研修会

を実施しました。 

― 

 

（ワクチン接種の推進） 

予防接種センタ

ー機能推進事業

の実施（再掲） 

・予防接種法に基づき、（公社）福岡県医師会や福岡県の各予防接

種センターと連携し、県民の皆様がより安全かつ有効に定期の予

防接種が受けられるように取り組みました。 

― 
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（家畜と愛玩動物の感染予防対策の推進） 

ワンヘルス普及

拡大推進事業推

進会議の開催及

びワンヘルス推

進にかかる広報

活動（啓発資料

作成等）（再

掲） 

・ワンヘルス普及拡大推進事業推進会議を開催するとともに、ワン

ヘルスカーによる啓発、メールマガジンの発信、パンフレット作

成、配布等により広報活動を行いワンヘルスの周知を図りました。 

（推進会議開催回数 ２回） 

第 14 条

第 1項 

畜産農場での薬

剤耐性菌に係る

調査の実施（再

掲） 

・畜産農場の巡回調査を行い、飼養衛生管理基準の遵守指導を実施

しました。 

（畜産農場巡回調査 873回） 

第 14 条

第 1項 

犬猫の飼い主向

けの講習会の開

催（再掲） 

・（公財）福岡県動物愛護センターにて、犬のしつけ方教室を実施

しました。 

（一般コース 実施回数 10回、参加者数 68人） 

（子犬コース 実施回数 ４回、参加者数 73人） 

・（公財）福岡県動物愛護センターにて、猫の適正飼養講習会を実

施しました。 

（実施回数 ４回、参加者数 34人） 

― 

動物取扱責任者

研修の実施（再

掲） 

・動物取扱責任者研修を県内 3ブロック及び WEBにて開催しました。

（修了証交付人数 1,090人） 
― 

 

（食品衛生対策の推進） 

と畜場、食鳥処

理場への助言指

導 

・県内のと畜場、食鳥処理場の事業者に対して、HACCPに沿った衛

生管理が適切に運用されているか確認を行い、助言指導を行いま

した。 

（施設数 14施設） 

・県内のと畜場、食鳥処理場の事業者に対し、衛生向上運動旬間を

定め、HACCP に沿った衛生管理の確立を支援するため衛生講習会

を開催しました。 

（実施回数 ７回、参加者数 133人） 

― 

食品営業施設等

への監視指導の

実施（再掲） 

・食品等の製造、流通、販売状況や食中毒の発生状況、施設の食品

衛生上の管理状況を把握するために県内全域の監視指導を実施し

ました。 

（計画監視回数 25,192回、監視件数 15,969件、監視率実績  

63.4％） 

― 

 

（３）抗微生物剤の適正使用 
（医療機関等における適正使用の推進） 

医療安全対策・院

内感染防止対策

研修会（再掲） 

・保健所設置市を除く医療機関（病院、診療所、助産所）で医療安

全対策に従事する職員を対象に、専門家を招き、医療安全研修会

を実施しました。 

― 

 

（結核の多剤耐性菌対策） 

直 接 服 薬 確 認

（DOTS）事業 

・結核治療の治療完遂率を高めるため、医療機関等と連携し、全

結核患者に対する服薬支援を行いました。 
― 
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（畜水産分野における適正使用の推進） 

動物用医薬品収

去検査の実施 

・動物用医薬品２製剤（動物用イソジン液、ドロンシット錠）につ

いて収去検査を行い、流通が適正であることを確認しました。 

第 9 条 

第 1項 

動物用医薬品指

示書審査の実施 

・動物用医薬品指示書を審査するとともに、不適正使用を指導し、

適正な使用を推進しました。 

（動物用医薬品指示書審査件数 3,387件、不適正使用指導件数 24

件） 

第 14 条

第 1項 

水産用医薬品の

適正使用等に関

する普及指導及

び水産用抗菌性

物質の残留検査

の実施 

・水産用医薬品の使用にあたり、国が作成したパンフレットを県内

養殖業者 43経営体に配布しました。 

（配布数 43経営体） 

・水産用抗菌剤の残留検査を県内で養殖された５魚種について実施

しました。 

（実施数 ５魚種） 

― 

 

（愛玩動物診療獣医師における適正使用の推進） 

ワンヘルス普及

拡大推進事業推

進会議の開催及

びワンヘルス推

進にかかる広報

活動（啓発資料

作成等）（再

掲） 

・ワンヘルス普及拡大推進事業推進会議を開催するとともに、ワン

ヘルスカーによる啓発、メールマガジンの発信、パンフレット作

成、配布等により広報活動を行いワンヘルスの周知を図りまし

た。 

（推進会議開催回数 ２回） 

第 14 条

第 1項 

畜産農場での薬

剤耐性菌に係る

調査の実施（再

掲） 

・畜産農場の巡回調査を行い、飼養衛生管理基準の遵守指導を実施

しました。 

（畜産農場巡回調査 873回） 

第 14 条

第 1項 

愛玩動物（犬、

猫）における薬

剤耐性菌の発生

動向を調査（再

掲） 

・（公社）福岡県獣医師会会員の動物病院に来院した犬猫から検体

を採取し、薬剤耐性菌の保有状況を調査し、分離・同定した薬剤

耐性菌について抗微生物剤に対する薬剤感受性試験及び薬剤耐性

遺伝子の検出を行い、推定されなかったものについては次世代シ

ーケンサーによる遺伝子解析を行いました。 

（試験件数 54検体（うち、薬剤耐性菌検出 26検体）） 

第 14 条

第 1項 

 

（各事業者における適正使用の推進） 

河川水における

薬剤耐性菌及び

抗微生物剤の実

態を調査（再

掲） 

・自然環境に対する影響を明らかにできる河川水から検体を採取

し、薬剤耐性菌の保有状況を調査し、分離・同定した薬剤耐性菌

について、抗微生物剤に対する薬剤感受性試験及び薬剤耐性遺伝

子の検出を行い、推定されなかったものについては次世代シーケ

ンサーによる遺伝子解析を行いました。 

（試験地点 30地点（うち、薬剤耐性菌検出 25地点、抗微生物

剤検出 19地点）） 

第 14 条

第 1項 

 

（４）普及啓発 

「くすりと健康

フェア」の開催 

・福岡県薬業団体連合会と共催で「くすりと健康フェア」を開催

し、お薬相談コーナーなどを開設しました。 
― 
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県民参加型イベ

ントの開催（再

掲） 

・「ワンヘルスフェスタ 2023」を 10月に筑後地域で、11月に福岡

地域で開催し、ワンヘルスの取組を紹介するパネル展示やステー

ジ発表、ふれあい動物園などのコーナーやワンヘルス宣言事業者

のブース等を設け、ワンヘルスの理念の普及啓発を行いました。 

（参加者数 筑後地域 2,500人、福岡地域 7,500人） 

― 

ポータルサイト

の構築（再掲） 

・「福岡県ワンヘルス推進ポータルサイト」を活用して、ワンヘル

スに関する情報を総合的に発信しました。 
― 

啓発資料等の配

布（再掲） 

・ワンヘルスの認知率を向上させるため、イベント等においてワン

ヘルスロゴマークをデザインしたノベルティの配布やバッジの着

用を実施しました。 

・ワンヘルスに関するポスターや冊子、動画を、関係団体やイベン

ト等を通じて、配付・配信し、ワンヘルスの理解促進を図りまし

た。 

― 

テレビ・新聞広

告による広報

（再掲） 

・「ワンヘルスフェスタ 2023」の開催に合わせて、ワンヘルスに関

する情報をテレビやラジオで発信しました。 

（テレビ ９回、ラジオ 19回） 

・「第 4回福岡県ワンヘルス国際フォーラム」に合わせて、同フォ

ーラムの内容や本県のワンヘルスの取組を紹介する新聞記事を掲

載しました。 

― 

 

【目標指標の進捗】  

指標 
当初値 

(R2年度) 

目標値 

(R8年度) 

現状値 

(R5年度) 

国の院内感染サーベイランス事業へ

の参加率 
25.6% 全国平均以上 

36.6% 

(全国平均 39.5％) 

飼養衛生管理基準に基づく畜産農場

巡回指導実施率（再掲） 
100% 

100% 

（毎年度） 
100% 

食品営業施設等への監視指導実施率

（再掲） 
66.8% 100% 63.4% 

 

３ 環境保護 

（１）生物多様性の保全 
（希少野生生物の保護の推進） 

 

レッドデータブ

ック改訂に向け

た検討会議及び

分科会の開催 

・レッドデータブック改訂に向け検討会議及び分科会を開催しまし

た。 

（検討会議開催回数 ２回（10月、３月）、分科会開催回数 計 14

回（植物、哺乳類、鳥類、爬虫類・両生類、魚類・甲殻類、昆虫

類、貝類の７分科会において各 2回ずつ開催） 

― 

保護回復事業の

実施 

・令和 3年度に開始した 3種に対しての保護回復事業を継続すると

ともに、他の条例指定種についても生息・生育状況を確認し、必

要に応じて、保護回復事業の実施の有無を検討しました。 

・必要に応じ動物園、水族館等と連携を図り、絶滅危惧種の生息域

外での保存を推進しました。 

― 
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（外来種の防除に関する普及啓発） 

侵略的外来種の

実態と防除に関

する普及啓発の

推進 

・侵略的外来種リストを広く県民に周知するためのリーフレットを

配布し、ポスターを掲示することで周知啓発を図りました。 

・「外来種防除マニュアル 2021」の周知啓発を図りました。 

― 

動物取扱責任者

研修の実施（再

掲） 

・動物取扱責任者研修を県内 3ブロック及び WEBにて開催しました。 

（修了証交付人数 1,090人） 
― 

ペット外来種終

生飼養の啓発資

料の配布 

・環境部や福岡市のロビー展でペット外来種終生飼養のリーフレッ

トを配布しました。 
― 

特定外来生物の

防除体制の整備

及び普及啓発 

・本県において優先して対策すべき特定外来種を検討し、防除実施

計画を策定しました。 

・小学校等に講師を派遣し、外来生物が生態系等に与える影響等に

ついて普及啓発を行いました。 

（実績 ２件） 

― 

 

（重要地域の保全） 

シカの捕獲を実

施 

・英彦山及び犬ヶ岳において、シカの捕獲を実施しました。 

（英彦山での捕獲頭数 201頭、犬ヶ岳での捕獲頭数 58頭） 

第 15条

第 1項 

世界遺産「神宿

る島」宗像・沖

ノ島と関連遺産

群の保存活用 

・緩衝地帯（資産保護のために資産とその周辺に法的または慣習的

手法により利用開発規制を敷くもの）を設定し、緩衝地帯内の保

全管理について専門家による調査・検討を行うなど、自然環境や

生物多様性にも関係する世界遺産保全の取組を進めました。 

第 15条

第 3項 

 

（野生鳥獣の保護及び管理） 

鳥獣保護区の更

新 

・指定期間が満了する鳥獣保護区の更新を行いました。 

（４カ所） 

第 15条

第 1項 

鳥獣保護区にお

ける野鳥の生息

状況等調査（再

掲） 

・鳥獣保護区における野鳥の生息状況等調査を実施しました。 

（調査地点 11地点（須恵鳥獣保護区、若杉山鳥獣保護区、福岡

市鳥獣保護区、行橋鳥獣保護区、松ヶ江鳥獣保護区、英彦山鳥

獣保護区、川崎鳥獣保護区、田川鳥獣保護区、高良山鳥獣保護

区、グリーンピア八女鳥獣保護区、寺内鳥獣保護区） 

第 15条

第 1項 

野生鳥獣保護モ

デル校の指定 

・野生鳥獣保護モデル校の指定を行い、探鳥会等を実施しました。 

（モデル校 12校） 

第 15条

第 1項 

鳥獣保護管理員

による野鳥の巡

視（再掲） 

・68名の鳥獣保護管理員（会計年度任用職員）による野鳥の巡視を

行いました。 

（各鳥獣保護管理員、年 40回程度の巡視） 

第 15条

第 1項 

傷病野生鳥獣医

療所の設置 

・人間活動等が起因となり、負傷、疾病等し自力で生息できなくな

った野生鳥獣を保護し治療するため、傷病野生鳥獣医療所を設置

しました。 

 （設置か所 10か所） 

第 15条

第 1項 

キジの放鳥事業

の実施 

・狩猟鳥であるキジの保護繁殖を図るため、キジの放鳥を行いまし

た。 

（放鳥数 1,200羽） 

第 15条

第 1項 
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シカ防護柵の設

置等 

・４月にシカの食害から植生を守るために英彦山山頂に設置してい

るシカ防護柵の修繕を行いました。 

第 15条

第 1項 

シカの捕獲を実

施（再掲） 

・英彦山及び犬ヶ岳において、シカの捕獲を実施しました。 

（英彦山での捕獲頭数 201頭、犬ヶ岳での捕獲頭数 58頭） 

第 15 条

第 1項 

侵入防止・捕獲活

動への支援 

・市町村が行う侵入防止柵の整備、捕獲機材の導入や研修会の開催

等、捕獲活動に係る経費を支援するとともに、地域ぐるみの被害対

策研修会を実施しました。 

 （開催回数 12回） 

第 15 条

第 1項 

民間事業者の活

用 

・民間事業者等を活用した、獣肉処理加工施設への供給体制整備に

取り組む市町を支援しました。 

（支援数 ４市町） 

第 16 条

第 1項 

 

（環境影響評価制度の適切な運用） 

環境影響評価手

続における県知

事意見の提出 

・環境影響評価法又は福岡県環境影響評価条例に基づく環境影響評

価の各段階において、事業者に対して、必要に応じ、動物・植物・

生態系に関する意見を述べました。 

（意見件数 ２件） 

― 

 

（生物多様性に配慮した公共工事の推進） 

生物多様性に配慮

した公共工事の推

進 

・すべての公共工事において、生物多様性に配慮して実施しまし

た。 
― 

 

（生物多様性に配慮した農林水産業の推進） 

森林整備の支援 

・森林の有する公益的機能の発揮と森林資源の循環利用を推進する

ため、間伐等の森林整備とそれと一体となった路網整備を支援し

ました。 

（造林事業 植栽面積 326ha、間伐面積 674ha、森林作業道 126㎞） 

第 17条 

荒廃森林の整備 

・平成 30年度から令和９年度までの 10年間で公益的機能が発揮で

きなくなる恐れのある森林約１万 haの荒廃を未然に防止するた

め、市町村が実施する強度間伐等の森林整備を支援しました。 

（強度間伐面積 1,268ha） 

第 17条 

木造・木質化の

推進 

・木造・木質化を推進するため、モデル的な建築物の表彰を行いま

した。 

（応募件数 26件） 

― 

都市部の木材利

用促進 

・木造ビルの実現に向け建築に使用する県産木材の供給体制づくり

等の支援を行うとともに、木造ビルの設計や提案に必要なノウハ

ウを習得するための講座を開催しました。 

（参加者数 30人） 

― 

森林保全巡視活

動 

・森林保全巡視指導員により、保安林、火災予防地域の巡視活動を

森林組合に業務委託して実施しました。 

（全森林組合実施 延べ日数 208日） 

・巡視情報により行政指導を実施しました。 

 (指導実績件数 28件） 

第 19条

第 1項 
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農業・農村の有

する多面的機能

の維持・発揮を

図るための地域

の共同活動等を

支援 

・農地・農業用水等の保全管理活動に加え、集落が行う農地周りの

水路、農道等に対する長寿命化など、農業者や地域住民等が共同

で取り組む地域活動を支援しました。 

（保全管理活動に取り組む農地面積 41,997ha） 

― 

各海区の特色に

応じた魚礁、覆

砂、投石等の漁

場整備及び漁場

整備に関連する

調査の実施 

・筑前海では魚礁の設置及び投石の再配置を行いました。 

（鋼製魚礁設置数 10基、コンクリート魚礁設置数 288基、投石

再配置 1.1ha） 

・豊前海では鋼製魚礁の設置及び覆砂を行いました。 

（鋼製魚礁設置数 21基、覆砂面積 6.5ha） 

・有明海では覆砂を行いました。 

（覆砂面積 79.3ha） 

・豊前海の環境調査を実施しました。 

― 

漁業者等による

藻場・干潟保全

活動を支援 

・藻場・干潟保全活動に取り組む漁業者等に対し、活動に要する経

費を助成するとともに、技術的な指導を行いました。 

（助成・指導組織数 17組織） 

第 9 条 

第 2項 

 

（里地里山における野生動物の生息状況等調査） 

里地里山におけ

る野生動物の影

響調査 

・大野城トラストの森、太宰府市民の森において、足跡、食痕、糞

塊調査、カメラ調査を行い、野生動物の生息状況及び周辺環境へ

の影響を調査しました。 

第 15条

第 3項 

 

（里地里山里海の適切な利用と管理） 

福岡県グリーン

ツーリズム協議

会の開催、農山

漁村体験企画の

造成のためのア

ド バ イ ザ ー 派

遣・ワークショ

ップ助成 

・福岡県グリーンツーリズム協議会において、都市部でのマルシェ

の開催や研修会を実施しました。 

（マルシェ開催回数 １回、研修会開催回数 １回） 

・農山漁村体験企画の造成を促進するため、実践者に対してアドバ

イザー派遣やワークショップ助成をしました。 

（アドバイザー派遣回数 ８回、ワークショップ助成回数 ２回） 

― 

県域会議の開

催、農泊に取組

む地域に対する

助成、研修会の

開催、農泊の PR 

・地域間の連携強化や教育旅行受入れの連携について協議するた

め、県内の農泊地域協議会を参集し、県域会議を開催しました。 

（開催回数 １回） 

・農泊に取り組む地域協議会に対して助成を行いました。 

（助成団体数 4団体） 

・農泊セミナーや現地でのモニターツアーを兼ねた実践研修会を開

催しました。 

（開催回数 ２回） 

― 

「中山間応援サ

ポーター」によ

る中山間地域へ

の支援 

・中山間地域の集落から要請のあった祭りの準備、棚田の草刈り、

やまもも、そばの収穫作業などを支援しました。 

（参加者数 204人、支援市町村数 7市町村、支援回数 15回） 

― 

県民参加の森林

づくり活動 

・森林を県民共有の財産として社会全体で守り育てる気運の向上に

向け、県民参加による森林づくりを推進するため、ボランティア

団体等が実施する活動を支援しました。 

（団体数 46団体、参加者数 19,444人） 

第 17条 
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農業・農村の有

する多面的機能

の維持・発揮を

図るための地域

の共同活動等を

支援（再掲） 

・農地・農業用水等の保全管理活動に加え、集落が行う農地周りの

水路、農道等に対する長寿命化など、農業者や地域住民等が共同

で取り組む地域活動を支援しました。 

（保全管理活動に取り組む農地面積 41,997ha） 

― 

中山間地域等直

接支払制度の活

用を支援 

・中山間地域等直接支払制度を活用した水路の泥上げや農道の草刈

りといった地域の共同活動を支援しました。 

（市町村数 32市町村、集落協定 525協定） 

― 

 

（自然公園等の施設整備） 

平尾台自然観察

センターの展示

物の更新及び省

エネルギー化工

事の実施 

・利用者への情報発信力向上を目的とした展示物の更新及び、施設

の省エネ化のため高効率空調設備等の導入を行いました。 
― 

自然体験型の環

境学習や自然環

境に関する展示

会等の開催 

・自然体験型の環境学習や自然環境に関する展示会などの企画内容

を充実させ、ホームページ、SNS、電子メール等を活用し、広く周

知しました。 

― 

自然公園施設と

して整備した公

衆便所の整備 

・自然公園施設として整備した公衆便所（バイオトイレ）の汚物分

解用触媒等の補充・交換を行いました。 
― 

九州自然歩道等

の安全な利用の

ための整備 

・九州自然歩道等の安全な利用のために標識等の整備を実施しまし

た。 
― 

 

（２）地球温暖化対策 
①温室効果ガスの排出削減（緩和策） 

（省エネルギー対策の強化） 

（ア）運輸（自動車）における取組 

福岡県地球温暖

化防止活動推進

センターにおけ

る啓発活動 

・福岡県地球温暖化防止活動推進センターにおいて、福岡エコライ

フ応援サイトを用いて啓発活動を実施しました。 

（サイト閲覧数 145,347回） 

― 

省エネルギー対

策の強化 

・中小企業者等に対する、次世代自動車の新たな購入等に必要な資

金の融資制度を運用しました。 
― 

公用車への電動

車の導入 

・更新を迎える公用車について、電動車等への切り替えを進めるた

め、電気自動車、ハイブリッド自動車を導入しました。 

（導入台数 102台） 

― 

専 門 家 に よ る

CASE 分野への参

入支援 

・専門家による企業訪問、取引斡旋を実施しました。 

（訪問回数 69回） 
― 

CASE 分野別展示

商談会の開催 

・電動化をはじめ、次世代自動車に求められる部品や技術毎に発注側

の企業拠点において展示商談会を実施しました。 
― 
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出前電動化道場

の開催 

・電動化参入支援センターの機能強化を行い、電気自動車の分解部品

の展示を行うとともに、分解部品を用いた出前電動化道場を開催し

ました。 

（参加者 35社、88名） 

― 

地域公共交通利

用促進イベント

の実施 

・市町村と連携した公共交通の利用促進に向けた取組を検討、実施し

ました。 

・県内で開催される交通関係イベントへ参加しました。 

― 

自転車活用の推

進 

・自転車通勤の効果を広く発信するため、自転車通勤の普及促進事

業を実施するとともに、自転車がもつ魅力発信のため、市町村等

が県内で新たに実施する自転車イベントへの補助を実施しまし

た。 

（補助団体 ４団体） 

・自転車活用推進のために必要な情報提供を行う場として、「福岡

サイクルステーション」を整備しました。 

（整備か所 20か所） 

― 

公共交通の利用

促進 

・福岡県内にて実施される公共交通利用促進キャンペーンにおける

啓発活動への支援を実施しました。 
― 

自転車の利用促

進 

・安全で快適な自転車利用環境を創出するため、自転車道や自転車

専用通行帯の整備を実施しました。 
― 

 

（イ）家庭における取組 

省エネ改修事業

者向け技術講習

会の実施 

・地元の工務店等を対象に、省エネ改修の手法や省エネ計算の方法等

に関する講習会を実施しました。 

（開催回数 ４回、参加者数 86人） 

― 

耐震性のない既

存住宅の耐震改

修と併せた省エ

ネ改修工事費に

対する助成 

・市町村が実施する木造戸建て住宅を対象とする性能向上改修促進

に関する補助事業を支援しました。 

（補助件数 102件） 

― 

耐震性のある既

存住宅の省エネ

改修工事費に対

する助成 

・既存住宅の省エネルギー化を促進するため、住宅の断熱性能を向

上させる工事等に要する費用の一部を補助しました。 

（補助件数 ６件） 

― 

若年世帯・子育

て世帯が行う中

古住宅のリノベ

ーション工事に

対する助成 

・若年世帯・子育て世帯が既存住宅を子育て仕様にリノベーション

する際の工事や親世帯と子世帯が近居・同居するためにリノベー

ション（省エネ改修等）する際の工事に加え、「新しい生活様

式」に対応するためにリノベーションする際の工事に係る費用の

一部を補助しました。 

（補助件数 36件） 

― 

地域の住宅建築

関連業者に対す

る研修の実施 

・地域の住宅建築関連業者の意識啓発、技術力の向上及び人材育成

のため、省エネルギー化・空き家対策・リフォーム技術向上等に

関する研修を実施しました。 

（開催回数 ３回、参加者数 257名） 

― 
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福岡県地球温暖

化防止活動推進

センターにおけ

る県民・事業者

に対する啓発活

動 

・福岡県地球温暖化防止活動推進センターにおいて、環境学習会な

ど県民、事業者に対する普及啓発を実施しました。 

（啓発人数 14,447人） 

― 

エコファミリー

の募集・応援 

・省エネ・省資源に取り組む家族を「エコファミリー」として登録

し、「エコふぁみ」アプリの運用等を通じて、エコファミリーの

活動を支援するとともに、他の模範となる取り組みを実施した

「エコファミリー」を表彰しました。 

（アプリ登録者人数 15,231人） 

― 

家庭向け脱炭素

啓発 CMの配信 

・若い世代に向け脱炭素へ向けた行動変容を促す啓発 CM(日常編、

住宅編など)を駅の大型ビジョン、SNS等で配信しました。 

（19万人程度の行動変容に影響） 

― 

「福岡未来づく

り住宅」（ZEH

基準を超える省

エネ住宅）の整

備支援 

・モデル団地で分譲する戸建住宅を「福岡未来づくり住宅」として

供給するハウスビルダーに対し、ZEH基準（断熱性能等級５）を

超える断熱性能を満たすために必要となる断熱材やサッシの性能

向上等に要する経費の補助申請を受け付けました。 

（交付決定件数 ６件） 

― 

 

（ウ）事業者における取組 

地球温暖化対策

に資する医療施

設の整備費の補

助 

・地球温暖化対策に資する医療施設の整備を行う医療機関に対し、

補助を行いました。 

（補助件数 ３件） 

― 

コージェネレー

ション導入セミ

ナーの開催 

・コージェネレーションシステムの認知度向上を図るため、日本ガ

ス協会・コージェネ財団等との共催で、民間事業者向けのコージ

ェネレーション導入セミナーを開催しました。 

（会場及びオンラインライブ配信の参加人数 102人） 

― 

エネルギー対策

特別融資制度の

運用 

・「エネルギー対策特別融資制度」を運用し、県内中小企業におけ

る省エネルギー設備、再生可能エネルギー設備等の導入促進に取

り組みました。 

― 

福岡県地域エネ

ルギー政策研究

会の開催 

・エネルギー･電力需給の安定化のために地方が果たすべき役割や取

組を幅広く研究し、本県のエネルギー政策の方向性を明らかにす

るため、「2030年度におけるエネルギー需給の見通しを踏まえた

今後の地方の取組」というテーマで研究会を開催しました。 

― 

省エネ相談窓口

の設置 

・省エネに関する相談窓口を開設し、専門家による現地相談(省エネ

診断)を実施しました。 

（相談件数 99件） 

― 

脱炭素に関する

各種講座の開催 

・各種講座(経営者向けや技術者向け、補助金に関するセミナー、

ZEB見学会)を実施しました。 

（開催回数 ７回） 

― 

脱炭素に関する

情報発信 

・省エネに関する優良な技術・製品等を紹介する技術展を開催しま

した。 

（出展社・団体数 ４社・団体） 

― 
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省エネ設備等の

導入支援 

・県内中小企業者等を対象に、省エネ効果が期待できる既存設備の

更新や機器の導入に対する補助を実施しました。 

（交付件数 81件） 

― 

福岡県地球温暖

化防止活動推進

センターにおけ

る県民・事業者

に対する啓発活

動（再掲） 

・福岡県地球温暖化防止活動推進センターにおいて、環境学習会な

ど県民、事業者に対する普及啓発を実施しました 

（啓発人数 14,447人） 

― 

エコ事業所の登

録・応援 

・省エネ・省資源に取り組む事業所を「エコ事業所」として登録する

とともに、他の模範となる取組を実施した「エコ事業所」を表彰し

ました。 

（登録事業所数 2,580事業所） 

― 

 

（エ）公共施設における取組 

エネルギー政策

推進本部会議、

エネルギー施策

庁内連絡調整会

議の開催 

・エネルギー施策を全庁的に推進するためエネルギー推進本部会議

を開催しました。 

（開催回数１回） 

・各部エネルギー施策の総合調整と情報共有を行うため、エネルギ

ー施策庁内連絡調整会議を開催しました。 

（開催回数 １回） 

― 

県有施設におけ

る高効率照明

（LED照明）の

導入 

・県有施設の照明を高効率照明（LED照明）に順次改修しました。 ― 

県有施設におけ

る省エネ改修の

実施 

・平尾台自然観察センターについて、高効率空調を整備しました。 ― 

県有施設への太

陽光発電設備の

導入 

・太陽光発電設備の導入にむけて、23施設において設計・施工を

実施しました。 
― 

太陽光発電設備

等の整備 

・県立学校における太陽光発電設備の設置へ向けた設計を行いまし

た。 

（香椎高等学校） 

― 

 

（オ） 農林水産業における取組 

省エネルギー施

設や技術の導入

に要する経費を

助成 

・省エネルギー施設・技術の導入を助成しました。 

（補助件数 18件、補助金額 224,515千円） 
― 

木質バイオマス

の利用促進 

・木質バイオマス発電施設の建設を検討する事業者に対して、燃料

調達に関する助言等を行いました。 
― 
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農林漁業応援団

体の募集・登

録・認定の推

進、農林漁業体

験ツアーや産地

ツアーの実施 

・「地産地消応援ファミリー」については、イベントにおける登録

キャンペーンの実施や、包括連携協定締結企業等に対して、「農

林漁業応援団体」と併せて社員への登録を推進しました。 

（応援ファミリー 55,510世帯、応援団体 917団体） 

・「地産地消応援の店」については、SNSを活用した PRや他の登録

制度との連携により認定拡大を図りました。 

（店舗数 1,861店舗） 

・農林漁業体験ツアーを開催しました。 

（開催回数 49回、参加者数 1,247人） 

・「応援の店」の県産食材の利用拡大のため、県産食材産地ツアー

を開催しました。 

（開催回数 ３回、参加者数 38人） 

第 11 条

第 1 項、

第 2 項、

第 12 条

第 1 項、

第 2項 

地域での食育・

地産地消の推進

支援、直売所連

絡協議会の開

催、調理実習で

の柿の皮むき体

験や学校におけ

る食育出前講座

の開催、食育動

画の作成・活

用、ホームペー

ジや SNSでの食

育・地産地消情

報の提供 

・市町村等が実施する食育活動に対して助成を行いました。 

（支援市町数 ５市町、団体数 ４団体） 

・直売所連絡協議会の研修会の開催や県庁ロビー出張販売への支援

を行いました。 

（研修会開催回数 ２回、ロビー販売回数 17回） 

・小中学校の調理実習等の授業で活用する柿を無償提供しました。 

（提供学校数 263校） 

・小中学生を対象に、野菜ソムリエや JA全農ふくれんを講師とし

て、食育出前講座を実施しました。 

（実施学校数 30校） 

・小中学校の総合学習や給食の時間に活用できる食育動画を作成し

ました。 

（動画数 10品目） 

・ホームページや「応援ファミリー」向けメルマガの配信、県公式

LINEの「ふくおかの食・地産地消情報」等により、情報を発信し

ました。 

（ホームページ PV数 195,376PV、メルマガ配信回数 53回、LINE

発信回数 60回、インスタグラム投稿回数 154回、フェイスブ

ック投稿回数 165回） 

第 11 条

第 1 項、

第 2 項、

第 12 条

第 1 項、

第 2項 

ポイントキャン

ペーン・モバイ

ルスタンプラリ

ーの実施 

・「地産地消応援の店」を対象としたポイントキャンペーンを９月

～11月、直売所と観光農園を対象にしたモバイルスタンプラリー

を７月～２月に実施しました。 

（ポイントキャンペーン参加店舗数 432店舗、モバイルスタンプ

ラリー参加店舗数 205店舗） 

第 11 条

第 1 項、

第 12 条

第 1項 

 

（再生可能エネルギーの導入拡大・利用促進） 

太陽光発電設備

等の整備（再

掲） 

・県立学校における太陽光発電設備の設置へ向けた設計を行いまし

た。 

（香椎高等学校） 

― 

県有施設への太

陽光発電設備の

導入（再掲） 

・太陽光発電設備の導入にむけて、23施設において設計・施工を

実施しました。 
― 

「生涯あんしん

住宅」における

創エネ機器の展

示 

・「安全・安心な住まい」「環境に配慮した快適な住まい」「地産

地消の住まい」をコンセプトとした県のモデル住宅展示場「生涯

あんしん住宅」において、太陽光発電、太陽熱・地中熱利用設備

の展示を実施しました。 

（来場者数 2,715名） 

― 
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木質バイオマス

の利用促進（再

掲） 

・木質バイオマス発電施設の建設を検討する事業者に対して、燃料

調達に関する助言等を行いました。 
― 

再生可能エネル

ギー導入支援シ

ステムの運用 

・再生可能エネルギー導入支援システムを運用し、再生可能エネル

ギーの導入検討に必要な基本情報を県民に提供しました。 

（システムの利用者数 累計 10,454人） 

― 

福岡県エネルギ

ー総合情報ポー

タルサイト「ふ

くおかのエネル

ギー」の運用 

・ふくおかのエネルギーを用いて、県民・事業者の方にエネルギー

関連助成制度や再エネ関連設備及びコージェネレーション設備導

入における関連許認可等の手続をはじめとするエネルギー関連情

報を提供しました。 

（利用者数累計 105,121人） 

― 

再生可能エネル

ギー導入支援ア

ドバイザーの派

遣 

・県内の民間企業に対しエネルギーの専門的知見を有するアドバイ

ザーを派遣し、太陽光パネルのメンテナンス及び安全対策につい

て助言・指導を行いました。 

（派遣回数 １回） 

― 

エネルギー対策

特別融資制度の

運用（再掲） 

・「エネルギー対策特別融資制度」を運用し、県内中小企業におけ

る省エネルギー設備、再生可能エネルギー設備等の導入促進に取

り組みました。 

― 

福岡県地域エネ

ルギー政策研究

会の開催（再掲） 

・エネルギー･電力需給の安定化のために地方が果たすべき役割や

取組を幅広く研究し、本県のエネルギー政策の方向性を明らかに

するため、「2030年度におけるエネルギー需給の見通しを踏まえ

た今後の地方の取組」というテーマで研究会を開催しました。 

― 

エネルギー政策

推進本部会議、

エネルギー施策

庁内連絡調整会

議の開催（再

掲） 

・エネルギー施策を全庁的に推進するためエネルギー推進本部会議

を開催しました。 

（開催回数１回） 

・各部エネルギー施策の総合調整と情報共有を行うため、エネルギ

ー施策庁内連絡調整会議を開催しました。 

（開催回数 １回） 

― 

エネルギー先端

技術展の開催 

・エネルギー分野への民間企業の関心を高め、エネルギー産業の支

援・育成を図るため、「エネルギー先端技術展」を開催しました。 

（出展社・団体数 72社・団体、来場者数 18,183人） 

― 

洋上風力発電へ

の関係者の理解

醸成及び合意形

成 

・再エネ海域利用法に基づく洋上風力発電の促進区域の早期指定に

向けた関係者の理解醸成及び合意形成を図るため、関係者との個

別協議に加え、先行地域の視察を行い、現地関係者との意見交換

等を実施しました。 

― 

学生向け風力発

電体験会の開催 

・県内の工業高等専門学校の学生を対象に、風力発電産業の知識を

習得する体験会を実施しました。 

（参加者 39名） 

― 

洋上風力発電に

おける産業集積

促進 

・風力発電産業の集積及び県内企業の参入促進に向け、風力発電振

興会議による総会・セミナー、勉強会を開催しました。 

（総会・セミナー １回、勉強会 １回） 

・本県の風力発電に係る取組の PR及び風力発電振興会議会員の商

談機会を提供するため、国際風力発電展に共同出展しました。

（共同出展会員 ４者） 

・洋上風力発電産業を牽引する人材を育成するため、九州大学が行

う人材育成講座を受講する企業への受講料の助成を行いました。

（助成件数 ６件） 

― 
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バイオマスの利

用促進 

・消化ガスを有効利用する発電事業者が発電設備の建設を行い、４

月より発電を開始しました。 
― 

電 力 販 売 契 約

（PPA)によるモ

デル団地への太

陽光発電設備の

導入に対する助

成 

・ZEH基準を超える省エネ性能を有し、PPAにより太陽光発電設備

を導入した「福岡未来づくり住宅」の普及促進を図りました。 

・「初期費用０」の PPAにより太陽光発電設備の導入を促すため、

PPA事業者に対し、そのサービスの提供に要する経費の補助を実

施しました。 

（件数 10件 ※一部繰越） 

― 

 

（水素エネルギー利活用の推進） 

水素・燃料電池

関連部品研究会 

・県内企業の水素関連産業への新規参入に係る検討への支援や、製品

開発や実用化に対する助成、展示会への出展支援、水素・燃料電池

関連製品に求められる技術・部品等の情報提供を行う部品研究会を

実施しました。 

 （参加者数 128人） 

― 

技術アドバイザ

ー派遣 

・技術アドバイザーを県内企業に派遣し、改良のアドバイスやメーカ

ーへの技術提案等を個別に支援しました。 

（派遣回数 23社） 

― 

FCトラックを導

入する物流事業

者に対する助成 

・物流事業者に対する FCトラックの導入補助を行いました。 

（補助回数 5回） 
― 

FCトラックのメ

ンテナンス人材

の育成 

・県高等技術専門校の指導員に対し、FC トラックの整備技術に関す

る講習会を開催しました。 

（開催回数 2回） 

― 

 

（循環型社会の推進） 

プラスチックの

資源循環の促進 

・使い捨てプラスチックの使用削減やリサイクル推進等に向けて、

それぞれの取組の現状・課題について情報共有を行うため、業界

団体・行政・学識経験者等幅広い関係者で構成した「ふくおかプ

ラスチック資源循環ネットワーク会議」を開催しました。 

（開催回数 ２回） 

・プラスチックごみ削減に取り組む「ふくおかプラごみ削減協力

店」の登録数の拡大を図るとともに、県民や事業者の使い捨てプ

ラスチックの使用削減等の取組を促進する「ふくおかプラごみ削

減キャンペーン」を 10月に実施しました。 

（協力店登録数 4,380店） 

・効果的・効率的で持続可能なリサイクルの推進のため、使用済プ

ラスチックの新たな自主回収・再資源化スキームを構築する実証

事業を実施しました。（クリーニングの衣類用カバー、薬局の医

薬品ボトル） 

・バイオプラスチック等の代替品の適切な利用促進のため、大規模

商談展示会でのプラスチック代替品ＰＲ、飲食店のテイクアウト

容器の代替品への切替支援等を実施しました。 

（切替済店舗数 54店） 

第 22 条

第 1項 
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②温室効果ガスの吸収源対策（緩和策） 

（森林の整備・保全） 

治山事業による

森林整備 

・水源のかん養機能や土砂災害の防止機能が低下した森林におい

て、間伐等の森林整備を実施し機能回復を図りました。 

（間伐面積 34.04ha） 

第 17条 

森林整備の支援

（再掲） 

・森林の有する公益的機能の発揮と森林資源の循環利用を推進する

ため、間伐等の森林整備とそれと一体となった路網整備を支援し

ました。 

（造林事業 植栽面積 326ha、間伐面積 674ha、森林作業道 126 ㎞） 

第 17条 

荒廃森林の整備

（再掲） 

・平成 30年度から令和９年度までの 10年間で公益的機能が発揮で

きなくなる恐れのある森林約１万 haの荒廃を未然に防止するた

め、市町村が実施する強度間伐等の森林整備を支援しました。 

（強度間伐面積 1,268ha） 

第 17条 

 

（県民参加の森林づくりの推進） 

県民参加の森林

づくり活動（再

掲） 

・森林を県民共有の財産として社会全体で守り育てる気運の向上に

向け、県民参加による森林づくりを推進するため、ボランティア

団体等が実施する活動を支援しました。 

（団体数 46団体、参加者数 19,444人） 

第 17条 

 

（緑地の適切な保全及び緑地空間の創出等による地域緑化の推進） 

県有施設緑化工

事の実施 

・県有施設において、緑化工事を実施しました。 

（実施か所数 ３か所） 
第 17条 

 

（CO2 固定のための県産木材の長期的利用） 

木造・木質化の

推進（再掲） 

・木造・木質化を推進するため、モデル的な建築物の表彰を行いま

した。 

（応募件数 26件） 

― 

都市部の木材利

用促進（再掲） 

・木造ビルの実現に向け建築に使用する県産木材の供給体制づくり

等の支援を行うとともに、木造ビルの設計や提案に必要なノウハ

ウを習得するための講座を開催しました。 

（参加者数 30人） 

― 

県産木材を活用

した良質な木造

住宅を新築・購

入する者に助成 

・一定の基準を満たした木造住宅を新築又は購入する方に対し、助

成金を交付しました。 

（交付件数 2件、交付金額 1,600千円） 

― 

事業者向け助成

制度普及啓発セ

ミナーの実施 

・工務店等の事業者に対し、助成事業の普及啓発セミナーを開催し

ました。 

（開催回数 ２回（福岡市、北九州市）） 

― 

 

③気候変動の影響への適応（適応策） 

ホームページ等

を通じた普及啓

発 

・県広報誌や県ホームページ、県公式 SNS等により、熱中症予防の

普及啓発、注意喚起を行いました。 
― 

蚊のモニタリン

グ調査の実施

（再掲） 

・５月～10月にかけて、感染症を媒介する蚊について、県内数地点

において捕獲し、その生息数及び病原体の保有状況について調査

を行いました。 

― 
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自然災害発生時

における感染症

の発生動向の調

査・公表 

・６月～９月にかけて発生した豪雨及び台風の際に、感染症の発生

状況の把握及び分析を行いました。 
― 

 

（３）大気・水・土壌環境保全対策 

（大気環境の常時監視体制の整備） 

大気汚染常時監

視測定局（10局）

の運営 

・県内各地に整備した大気常時監視測定局（10局）で、大気汚染物

質を測定するとともに、ホームページで測定結果を公表しまし

た。 

第 21条 

第 2項 

大気汚染常時監

視測定局（４

局）の運営 

・大気常時監視測定局（４局）で、大気汚染物質を測定するとと

もに、ホームページで測定結果を公表しました。 

・大気常時監視測定局（４局）の測定機器を更新しました。 

第 21条 

第 2項 

公害測定機器等

の整備 

・大気常時監視測定局に備え付けられている、窒素分析計１台を

更新しました。 

第 21条 

第 2項 

 

（大気汚染防止対策） 

微小粒子状物質

（PM2.5）の監視

測定 

・大気常時監視測定局（14局）で、微小粒子状物質（PM2.5）を測

定するとともに、ホームページで測定結果を公表しました。 

・PM2.5測定機器 14台のうち、４台を更新しました。 

第 21条 

第 2項 

光化学オキシダ

ントの監視測定

（９局） 

・大気常時監視測定局（９局）で、光化学オキシダントを測定す

るとともに、ホームページで測定結果を公表しました。 

第 21条 

第 2項 

光化学オキシダ

ントの監視測定

（４局） 

・大気常時監視測定局（４局）で、光化学オキシダントを測定す

るとともに、ホームページで測定結果を公表しました。 

第 21条 

第 2項 

災害時大気監局

観測体制と情報

発信体制の運用 

・災害や停電時でも途切れのない大気環境監視体制と、高濃度大気

汚染事象の発生時に迅速な注意報発令等の発信を行う体制の、保

守運用を行いました。 

第 21条 

第 2項 

ダイオキシン類

の検査 

・ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設に対する立入検査及

び排出ガスに係るダイオキシン類の検査を実施し、排出基準の

遵守状況を確認しました。 

第 21条 

第 2項 

水銀排出施設に

対する立入検査

及び排出ガスに

係る水銀の検査

の実施 

・大気汚染防止法の水銀排出施設に対する立入検査及び排出ガス

に係る水銀の検査を実施し、排出基準の遵守状況を確認しまし

た。 

第 21条 

第 2項 

ばい煙発生施設、

VOC 排出施設に対

する立入検査及

び排出ガスに係

る二酸化硫黄等

の検査の実施 

・大気汚染防止法のばい煙発生施設、VOC 排出施設に対する立入検

査及び排出ガスに係る二酸化硫黄等の検査を実施し、排出基準の

遵守状況を確認しました。 

第 21条 

第 2項 
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福岡県地球温暖

化防止活動推進

センターにおけ

る啓発活動（再

掲） 

・福岡県地球温暖化防止活動推進センターにおいて、福岡エコラ

イフ応援サイトを用いて啓発活動を実施しました。 

（サイト閲覧数 145,347回） 

― 

自転車の利用促

進（再掲） 

・安全で快適な自転車利用環境を創出するため、自転車道や自転

車専用通行帯の整備を実施しました。 
― 

地域公共交通利

用促進イベント

の実施（再掲） 

・市町村と連携した公共交通の利用促進に向けた取組を検討、実

施しました。 

・県内で開催される交通関係イベントへ参加しました。 

― 

自転車活用の推

進（再掲） 

・自転車通勤の効果を広く発信するため、自転車通勤の普及促進

事業を実施するとともに、自転車がもつ魅力発信のため、市町

村等が県内で新たに実施する自転車イベントへの補助を実施し

ました。 

（補助団体 ４団体） 

・自転車活用推進のために必要な情報提供を行う場として、「福

岡サイクルステーション」を整備しました。 

（整備か所 20か所） 

― 

公共交通の利用

促進（再掲） 

・福岡県内にて実施される公共交通利用促進キャンペーンにおけ

る啓発活動への支援を実施しました。 
― 

FCトラックを導

入する物流事業

者に対する助成

（再掲） 

・物流事業者に対する FCトラックの導入補助を行いました。 

（補助回数 ５回） 
― 

FCトラックのメ

ンテナンス人材

の育成（再掲） 

・県高等技術専門校の指導員に対し、FCトラックの整備技術に関す

る講習会を開催しました。 

（開催回数 ２回） 

― 

解体等工事現場

の監視及び特定

粉じんモニタリ

ング調査の実施 

・特定粉じん排出等作業を伴う解体等工事現場に対する監視体制

を強化するため、アスベストアナライザー（１台）を追加導入

しました。 

第 21条 

第 2項 

「アスベスト含

有建材調査」VR

講習会の開催 

・解体現場等からのアスベストの飛散を防止するため、事業者の

石綿含有建材の調査能力と、県職員の監視能力向上を目的に VR

講習会を開催しました。 

第 21条 

第 2項 

有害大気汚染物

質の調査 

・有害大気汚染物質 22物質について、県内３か所の観測地点でモ

ニタリング調査を実施しました。 

第 21条 

第 2項 

 

（水環境の監視体制の整備） 

公共用水域や地

下水の常時監視 

・県内の公共用水域の水質については、水質測定計画に基づき、

国・独立行政法人水資源機構・北九州市・福岡市・久留米市と

ともに環境基準点で環境基準の達成状況を監視しました。 

第 21条 

第 1項 
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（水質保全対策） 

排水基準監視調

査 

・排水基準が適用される特定事業場に対して立入検査等を行い、基

準違反に対しては改善命令等の行政措置を講じることにより、排

水水質の改善を図りました。 

・排水基準が適用されない小規模な特定事業場に対しては、｢福岡

県小規模事業場排水水質改善指導要領｣に基づいて排水水質の改

善指導を行いました。 

第 21条 

第 1項 

下水道未普及解

消のための新規

整備 

・生活環境改善や河川・海などの公共用水域の水質環境改善のため

下水道の施設整備を実施しました。 

第 21条 

第 1項 

市町村への補助

を通じた浄化槽

整備の促進 

・生活環境の改善と公共用水域の水質保全を図るため、「福岡県浄

化槽設置整備事業補助金」による市町村（北九州市、福岡市を除

く）への財政支援を通じて浄化槽整備の促進を行いました。 

（浄化槽補助基数 2,181基、汚水処理人口普及率 94.6％） 

第 21 条

第１項 

都市計画道路の

整備 
・都市計画道路における新設、改築等の整備を実施しました。 ― 

雨水浸透施設の

整備 

・県が管理する一般国道及び県道の改築、修繕等において、雨水浸

透施設（透水性舗装等）の整備を実施しました。 
― 

森林整備の支援

（再掲） 

・森林の有する公益的機能の発揮と森林資源の循環利用を推進する

ため、間伐等の森林整備とそれと一体となった路網整備を支援し

ました。 

（造林事業 植栽面積 326ha、間伐面積 674ha、森林作業道 126 ㎞） 

第 17条 

荒廃森林の整備

（再掲） 

・平成 30年度から令和９年度までの 10年間で公益的機能が発揮で

きなくなる恐れのある森林約１万 haの荒廃を未然に防止するた

め、市町村が実施する強度間伐等の森林整備を支援しました。 

（強度間伐面積 1,268ha） 

第 17条 

モニタリング（環

境測定）・水環境

の保全に関する

研究 

・保健環境研究所において、定期的なモニタリング（環境測定）を

行うとともに、水環境の保全に関する研究を推進しました。 

第 21条 

第 1項 

県が管理する海

岸の清掃等を行

うボランティア

団体に対する支

援 

・県が管理する海岸において清掃等の愛護活動を行う団体を、海岸

愛護団体として登録しました。 

・登録団体に対し報償金・需用品の支給、保険の加入等の支援制度

を実施しました。 

第 24条 

第 1項 

有害物質等地理

情報システムの

運用 

・水質汚濁防止法等で定める有害物質等を使用又は貯蔵している事

業場について、関係機関が所有するデータを web上で集約し、事

故時において、関係機関が地図上で瞬時に被災施設を特定し、使

用物質等の情報を閲覧できるシステムを運用し、関係機関と情報

共有を行いました。 

第 21条 

第 1項 

 

（土壌環境保全対策） 

説明会の開催 
・説明会を開催し、法令に基づく届出等の履行について周知徹底を

図りました。 
― 

土壌汚染の状況

の把握 

・土壌汚染のおそれがある土地について、調査を指導するとともに、

土壌汚染が見つかった土地については区域の指定等を行い、適正

に管理しました。 

― 
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土壌汚染による

県民の健康被害

の防止 

・県民への健康被害を防止するため、事業者に対して、土壌汚染に

よる周辺環境へのリスクを適切に管理するよう指導しました。 
― 

土壌汚染の実態

把握、対策の実施 

・汚染地域の対策協議会を開催するとともに、汚染対策の実施啓発

チラシの配布、対策の実施状況の調査、汚染状況の調査を実施し

ました。 

（対策の実施状況の調査回数 ３回、汚染状況の調査地点数 ３点） 

第 9 条 

 

（４）普及啓発 

ホームページの

運営 

・令和３年度に構築した「福岡生きものステーション」（ホームペ

ージ）を運用し、県民に生物多様性に関する情報を発信しまし

た。 

― 

福岡県地球温暖

化防止活動推進

センターにおけ

る県民・事業者

に対する啓発活

動（再掲） 

・福岡県地球温暖化防止活動推進センターにおいて、環境学習会な

ど県民、事業者に対する普及啓発を実施しました。 

（啓発人数 14,447人） 

― 

こどもエコクラ

ブ事業の実施 

・県内のこどもエコクラブの活動を支援するとともに、こどもエコ

クラブの啓発活動を実施した。 

（地域環境協議会のイベントでの情報提供回数 ４回） 

― 

環境教育副読本

等作成事業の実

施 

・環境教育副読本等作成し県内の５年生児童や小学校教諭へ配布し

た。 

（環境教育副読本作成部数 28,000部） 

― 

浄化槽に関する

講習会・研修会

の実施 

・県民・市町村を対象としたシンポジウムや、浄化槽の保守点検業

者への研修、講習会を開催し、浄化槽の整備促進や維持管理の適

正化を推進しました。 

第 21条

第１項 
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【目標指標の進捗】  

指標 
当初値 

(R2年度) 

目標値 

(R8年度) 

現状値 

(R5年度) 

生物多様性プラットフォーム（HP）ア

クセス数 
177,391件 266,100 件 328,952件 

農地等の維持・保全に取り組む面積 41,545ha 42,180ha 41,997ha 

温室効果ガスの総排出量の削減率 
22.9% 

（2018(H30)年度） 
38.3% 

31.5% 

（2021(R3)年度） 

再生可能エネルギー発電設備導入容

量 
269 万 kW 405 万 kW  328万 kW 

環境基準の達成率 

大気(SPM、NO2： 

100％) 

水質(BOD、COD： 

76.1％) 

DXN 類（大気、公 

共用水域水質、公

共用水域底質、地

下水、土壌：

100％） 

環境基準達成率向

上・達成維持（毎

年度） 

大気(SPM、NO2： 

100％) 

水質(BOD、COD： 

81.1％) 

DXN 類（大気：

100％、公共用水

域水質：98.1％、

公共用水域底質、

地下水、土壌：

100％） 

 

実践条例関係事業（環境保護関係） 

日本側４県と韓

国側１市３道と

の環境分野にお

ける共同事業の

実施 

・実務者会議をオンラインで開催し、共同事業として「環境政策・

研究事例発表会」を実施しました。 

（実務者会議開催回数 ２回） 

第 21 条

第 2項 

普及・啓発、発

生抑制に関する

調査 

・九州地域戦略会議（次世代育成ＰＴ）の連携事業として、クリー

ンアップ活動に際して本県高校生の参加促進及び他県への派遣を

実施するほか、海岸一斉清掃等を実施しました。 

・海岸漂着物等の効果的な発生抑制のための調査として、漂着ごみ

組成調査を実施するとともに、河川及び河川周辺の陸域の散乱ご

みの実態把握調査を行いました。 

第 24 条

第 1項、

第 2項 

林地開発等許可

地防災体制強化

事業 

・土砂流出及び水害等の災害を未然に防止するため、林地開発許可

等の開発地において、防災施設が適切に施工されているか、監視

パトロールを実施しました。 

（監視対象か所数 15か所） 

第 19 条

第 2項 

 

 

 

 

 



31 

 

４ 人と動物の共生社会づくり 

（１）人と愛玩動物の関係性の向上 
（動物愛護と適正飼養等の普及啓発） 

動物愛護推進講

師の派遣 

・講師を派遣し、動物愛護教室を実施しました。 

（実施回数 17回、参加者数 489人） 
― 

動物愛護フェス

ティバルの実施 

・動物愛護フェスティバルにおいて、ペットスケッチコンクール表

彰式、展示、スタンプラリーを実施しました。 
― 

 

（所有明示措置の推進） 

（公財）福岡県動

物愛護センター

の譲渡する犬猫

にマイクロチッ

プの装着の実施 

・（公財）福岡県動物愛護センターから直接譲渡した犬猫及びセン

ターの譲受登録団体へ譲渡する犬猫について、マイクロチップを

装着した犬猫を譲渡しました。 

 （譲渡数 449頭） 

― 

 

（動物愛護教育の推進） 

動物飼育相談体

制の整備及び動

物飼育促進のた

めの管理職研修 

・動物飼育相談体制を整備しました。 

（電話相談 5回、訪問指導 21回） 

・動物飼育促進のための管理職研修を実施しました。 

・第１回新任教頭研修（５月 11日）において、講師を招き、「動物

飼育を通じて育む生命尊重の心」と題して講話を実施しました。 

（参加者数 84名） 

― 

動物愛護教室の

実施 

・（公財）動物愛護センターにおいて動物愛護教室を実施しました。 

（実施回数 ２回、参加者数 21名） 
― 

 

（地域猫活動の推進） 

各市町村で実施

する地域猫活動

に対する補助 

・地域猫活動を行っている市町村に対して、不妊去勢手術等に係る

費用の補助を行いました。 

（実施市町村数 18市町村、手術頭数 511頭） 

― 

 

（犬及び猫の引取り数削減と譲渡促進） 

ペット飼育アド

バイザーの派遣 

・ペット飼育支援アドバイザーを派遣し、飼養継続に困難に感じて

いる飼い主の方等に相談対応を行いました。 

（派遣地域数 11地域、派遣者数 14人） 

― 

（公財）福岡県動

物愛護センター

HP の保守管理業

務 

・団体譲渡及び個人間譲渡の犬猫情報を掲載し、譲渡を促進しまし

た。 
― 

動物愛護団体の

犬猫譲渡事業に

対する助成 

・動物愛護団体の犬猫譲渡事業に対する経済的負担を減らし、さら

に譲渡数を増やすために、（公財）動物愛護センターからの譲受犬

猫の譲渡にかかる費用を助成しました。 

（助成団体数 16団体） 

― 
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（様々な分野における愛玩動物の活用） 

社会奉仕・体験活

動応援事業の実

施 

・少年サポートセンター等の立ち直り支援機関が支援する非行等の

問題を抱える少年と、社会奉仕・体験活動の機会を提供する協力団

体とのマッチングを実施しました。 

（動物とのふれあい体験を行ったもの 実施回数 ２回 参加少年

２人） 

― 

障がい児に対す

るホースセラピ

ーの実施 

・県内の重複障がい児、発達障がい児等を対象に、福岡県馬術競技

場において、ホースセラピーを実施しました。 

（参加校 ２校、参加児童数 29名） 

― 

障がい児施設等

へのセラピー犬

の派遣 

・県内の特別支援学校にセラピー犬を派遣するなど、アニマルセラ

ピーを実施しました。 

（参加校 ３校、参加人数 47名） 

― 

盲導犬の育成、補

助犬の普及啓発

に対する支援 

・補助犬育成団体への支援を通じて、補助犬の普及啓発を実施しま

した。 

（支援団体 ２団体） 

― 

 

（２）災害発生時等に備えた体制整備 
（災害救助犬を活用した救助体制の整備） 

総合防災訓練の

開催 

・消防・警察・自衛隊や行政、ＮＰＯ法人(九州災害救助犬協会、日

本レスキュー協会)等の防災関係機関が一堂に会し、大規模災害発

生時における連携の強化、防災技術の向上並びに広く県民に対す

る普及啓発を図ることを目的とした訓練を開催しました。 

（参加機関数 約 90機関） 

― 

 

（犬や猫の飼い主等への普及啓発） 

犬猫の飼い主向

けの講習会の開

催（再掲） 

・（公財）福岡県動物愛護センターにて、犬のしつけ方教室を実施し

ました。 

（一般コース 実施回数 10回、参加者数 68人） 

（子犬コース 実施回数４回、参加者数 73人） 

・（公財）福岡県動物愛護センターにて、猫の適正飼養講習会を実施

しました。 

（実施回数 ４回、参加者数 34人） 

― 

 

（地域防災計画等への反映） 

同行避難に関す

る各市町村の地

域防災計画等へ

の反映 

・各市町村に同行避難について地域防災計画への規定を働きかけま

した。 

（記載済 58市町村、残り２町も体制整備済） 

― 

 

（関係機関等との連携） 

災害時ペット救

護支部の設置や

登録ボランティ

アとの連携 

・生活衛生課及び各保健所において、災害時ペット救護本部及び支

部を設置しました。 

・福岡県災害時ペット救護ボランティア講習会を実施しました。 

（登録者数 99人） 

― 

災害発生時の愛

護動物救護対応 

・令和４年５月 10日に（公社）福岡県獣医師会との災害時における

愛護動物の救護に関する協定書を改定し、県が実施する動物救護

に協力し、その費用については公費負担をすることとしました。 

― 
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情報伝達訓練や

救護物資の保有

状況調査 

・災害時における九州・山口各県との連携が円滑に行えるよう情報

伝達訓練を実施しました。 
― 

動物救護災害ボ

ランティア研修

への講師依頼 

・福岡県災害時ペット飼育・救護ボランティア養成講習会を実施し

ました。 

（参加者数 24人（うち、会場 11人、WEB参加 13人）） 

― 

 

（３）人と野生動物の共存 

（里地里山における野生動物の生息状況等調査） 

里地里山におけ

る野生動物の影

響調査（再掲） 

・大野城トラストの森、太宰府市民の森において、足跡、食痕、糞塊

調査、カメラ調査を行い、野生動物の生息状況及び周辺環境への影

響を調査しました。 

第 15 条

第 3項 

 

（野生動物の病原体保有状況等調査） 

蚊のモニタリン

グ調査の実施（再

掲） 

・５月～10 月にかけて、感染症を媒介する蚊について、県内数地点

において捕獲し、その生息数及び病原体の保有状況について調査を

行いました。 

― 

野生動物におけ

る SFTS の感染状

況を調査（再掲） 

・狩猟等により捕殺された野生動物から血液を採取し、SFTS ウイル

スの抗体の保有状況を調査しました。 

（シカ 74頭、イノシシ 75頭） 

第 14 条

第 1項 

 

（鳥獣被害防止対策） 

県による一斉捕

獲の実施 

・県内８市町において、市町村域を越えた一斉捕獲を県で実施しま

した。 

第 15 条

第 2項 

民間事業者の活

用（再掲） 

・民間事業者等を活用した、獣肉処理加工施設への供給体制整備に

取り組む市町を支援しました。 

（支援数 ４市町） 

第 16 条

第 1項 

専門家の意見聴

取 

・外部の有識者で構成される「福岡県特定鳥獣保護管理検討委員会」

を開催しました。 

 （開催回数 イノシシ・シカ各１回） 

第15条、

第 16条 

高度捕獲人材の

育成等 

・狩猟免許取得者を対象とした、ベテラン狩猟者によるマンツーマ

ン研修を行いました。 

（受講者数 40人） 

・捕獲従事者を養成するため、集合研修を行いました。 

 （わな研修会の開催回数 ６回、銃猟者育成研修の開催回数 ８回） 

第 15 条

第 1項、

第 16 条

１項 

侵入防止・捕獲活

動への支援（再

掲） 

・市町村が行う侵入防止柵の整備、捕獲機材の導入や研修会の開催

等、捕獲活動に係る経費を支援するとともに、地域ぐるみの被害対

策研修会を実施しました。 

（開催回数 12回） 

第 15 条

第 1項 

 

（ジビエの消費拡大） 

ふくおかジビエ

フェアの開催 

・「ふくおかジビエの店」において、「ふくおかジビエフェア」を開

催しました。 

（参加店舗数 35店舗、来店者数 延べ 7,900人） 

第 16 条

第 1項 
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（森林の整備・保全） 

里山林保全活動

等への支援 

・里山林等において活動組織が行う活動に対し支援しました。 

（活動組織数 32団体） 

・里山保全等の取組を推進するため、地域協議会、活動組織に対する

推進・指導等を実施しました。 

第 17条 

森林整備の支援

（再掲） 

・森林の有する公益的機能の発揮と森林資源の循環利用を推進する

ため、間伐等の森林整備とそれと一体となった路網整備を支援しま

した。 

（造林事業 植栽面積 326ha、間伐面積 674ha、森林作業道 126 ㎞） 

第 17条 

荒廃森林の整備

（再掲） 

・平成 30 年度から令和９年度までの 10 年間で公益的機能が発揮で

きなくなる恐れのある森林約１万 ha の荒廃を未然に防止するた

め、市町村が実施する強度間伐等の森林整備を支援しました。 

（強度間伐面積 1,268ha） 

第 17条 

県民参加の森林

づくり活動（再

掲） 

・森林を県民共有の財産として社会全体で守り育てる気運の向上に

向け、県民参加による森林づくりを推進するため、ボランティア団

体等が実施する活動を支援しました。 

（団体数 46団体、参加者数 19,444人） 

第 17条 

 

（中山間・過疎地域の振興） 

緩衝地帯の整備 

・里山林内において、野生動物が身を隠すことができない見通しの良

い緩衝地帯の整備を支援しました。 

（市町村数 ５市町（古賀市、うきは市、糸島市、岡垣町、添田町）） 

第 15 条

第 1項 

中山間地域等直

接支払制度の活

用を支援（再掲） 

・中山間地域等直接支払制度を活用した水路の泥上げや農道の草刈

りといった地域の共同活動を支援しました。 

（市町村数 32市町村、集落協定 525協定） 

― 

 

【目標指標の進捗】  

指標 
当初値 

(R2年度) 

目標値 

(R8年度) 

現状値 

(R5年度) 

災害時における愛玩動物の同行避難

等に係る規定を整備している市町村 

45 市町村 

（累計） 

60 市町村 

（累計） 

58市町村 

（累計） 

有害鳥獣の捕獲者数 
3,004 人 

（累計） 

3,100 人 

（累計） 

3,209人 

（累計） 
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５ 健康づくり 

（１）自然とのふれあいを通じた健康づくり 
（豊かな自然環境を体感できる自然公園づくりとふれあい活動の推進） 

平尾台自然観察セ

ンターの展示物の

更新及び、省エネ

ルギー化工事を実

施（再掲） 

・利用者への情報発信力向上を目的とした展示物の更新及び、施設

の省エネ化のため高効率空調設備等の導入を行いました。 
― 

平尾台自然観察セ

ンターの施設の改

修を実施 

・展示物と一体感のある施設改修及び、バリアフリー化についての

改修工事を行いました。 
― 

ふくおか社会教育

応援隊の派遣 

・市町村や学校等からの要望に応じて社会教育主事等を派遣し、家

庭教育支援や青少年教育等、社会教育に関する情報提供や学習方

法の提供を行いました。 

・活動プログラムなどを工夫しながら講師等を派遣しました。 

― 

 

（都市公園や森林公園におけるふれあい活動の推進と緑豊かな環境の形成） 

四王寺県民の森管

理運営 

・福岡県立四王寺県民の森において自然観察会等を開催し、森林と

のふれあい活動を推進しました。 

（参加者数 2,107人） 

第 18 条

第１項 

都市公園の整備 ・県営公園における運動施設、修景施設等の整備を実施しました。 ― 

夜須高原記念の森

管理運営 

・福岡県立夜須高原記念の森において自然観察会等を開催し、森林

とのふれあい活動を推進しました。 

 （参加者数 1,586人） 

第 18 条

第１項 

 

（河川におけるふれあい活動の推進） 

保健福祉環境事務

所における水辺観

察会の実施 

・小学校等の依頼により保健福祉環境事務所において水辺観察会

を実施しました。 

（５事務所（筑紫、宗像・遠賀、北筑後、南筑後、京築）で実施） 

― 

ふくおか水辺の安

全講座の実施 

・近年多発する集中豪雨などによる水難事故に備え、NPO等と協働

で子供や保護者を対象とした「ふくおか水辺の安全講座」を、７

～８月の夏休み期間中に実施しました。 

（実施か所数 ５か所） 

― 

自然環境の保全、

自然観察会の実施 

・英彦山、手光ビオトープ（福津市）、有明海（柳川市）、干川（う

きは市）で、自然環境の保全や自然観察会を実施しました。 
― 

水生生物講座の実

施 

・水辺環境を保全する地域活動を充実させ、また、水生生物への関

心を高めていくため、地域での水辺教室等、環境保全啓発活動の

担当者に対し、識別が難しい水生生物の調査方法、見分け方等に

関する研修を実施しました。 

（参加人数 20人） 

第 21条 

第 1項 

 

（里山の整備・保全活動の支援） 

「中山間応援サ

ポーター」によ

る中山間地域へ

の支援（再掲） 

・中山間地域の集落から要請のあった祭りの準備、棚田の草刈り、や

まもも、そばの収穫作業などを支援しました。 

（参加者数 204人、支援市町村数 ７市町村、支援回数 15回） 

― 
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県民参加の森林

づくり活動（再

掲） 

・森林を県民共有の財産として社会全体で守り育てる気運の向上に

向け、県民参加による森林づくりを推進するため、ボランティア団

体等が実施する活動を支援しました。 

（団体数 46団体、参加者数 19,444人） 

第 17条 

 

（スポーツや運動への参加促進） 

福岡駅伝の開催 

・県民スポーツ大会の競技種目の一つとして、筑後広域公園において

市町村対抗「福岡駅伝」を開催しました。 

（参加数 60市町村、参加者数 約 5,000人） 

― 

ふくおか健康ポ

イントアプリの

運用 

・県民の運動機会を創出するため、ふくおか健康ポイントアプリを運

用しました。 
― 

 

（自然を生かした街づくりの推進） 

歩行空間、公園等

の整備 

・景観整備として、歩道の整備、公園整備及び歩行空間の整備に伴

う設計を実施しました。 

（歩道整備箇所数 ４か所、公園整備箇所数 ２か所、歩行空間の

整備に伴う設計箇所数 １か所） 

― 

景観大会開催等

の開催 

・美しい景観選や景観展を開催し、県民が美しいまちについて考え

る機会をつくりました。 

（景観展開催回数 アクロス福岡 １回、県庁 ２回、その他会場 ２

回） 

・アクロス福岡で景観大会を開催し、県民や市町村の景観に対する

意識の向上を図りました。 

― 

 

（２）愛玩動物とのふれあいを通じた健康づくり 

障がい児に対す

るホースセラピ

ーの実施（再掲） 

・県内の重複障がい児、発達障がい児等を対象に、福岡県馬術競技

場において、ホースセラピーを実施しました。 

（参加校 ２校、参加児童数 29名） 

― 

障がい児施設等

へのセラピー犬

の派遣（再掲） 

・県内の特別支援学校にセラピー犬を派遣するなど、アニマルセラ

ピーを実施しました。 

（参加校 ３校、参加人数 ４７名） 

― 

ドッグランの整

備 

・愛玩動物との健康づくり及び良好な関係づくりを推進するため、

県営西公園（福岡市）にドッグランを整備しました。 
― 

ワンヘルスパー

クの整備・運営 

・馬や犬とのふれあいを通じてワンヘルスの理念の普及・定着を図

るため、馬や犬とのふれあいによる健康づくりやワンヘルスに関

する体験学習教室、ドッグランなどのサービスを提供しました。 

（利用者数 約 5,300人） 

※９月 30日閉園 

― 
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【目標指標の進捗】  

指標 
当初値 

(R2年度) 

目標値 

(R8年度) 

現状値 

(R5年度) 

平尾台自然観察センターの入館者数 

39,980人 

(単年度)

（2018(H30)年度） 

44,000人 

(単年度) 

12,118人 

（R5.9 月以降リニ

ューアル工事の

ため休館） 

「ワンヘルスの森」来場者数 

【参考値】 

四王寺県民の森 

来場者数 254千人 

(2016(H28)～

2020(R2）年度  

5か年平均）) 

1,400千人 

（累計値） 

536千人 

（累計値） 

 

６ 環境と人と動物のより良い関係づくり 

（１）健全な環境下における安全な農林水産物の生産等 
（GAP の取組推進） 

GAPの認証拡大、

認知度向上 

・GAPの認証拡大を推進するとともに、認知度向上を図りました。 

（国際水準 GAPの認証取得数 48件、GAP研修会開催数 ５回、GAP

指導員研修会開催数 １回） 

第 9 条

第 1項、

第 2項 

 

（農薬の適正使用の推進） 

農薬の適切な使

用の推進 

・国と連動して実施する「農薬安全使用運動月間」に、農薬危害防止

運動にかかるポスターやチラシの配布、農薬安全使用講習会を開催

しました。 

第 9 条

第 1項 

 

（食肉の安全確保） 

食肉・食鳥肉の細

菌検査及び残留

有害物質のモニ

タリング検査の

実施 

・食肉衛生検査所において、残留抗菌性物質の収去検査及びモニタ

リング検査を実施しました。 

（収去検査数 224検体、モニタリング検査数 224検体） 

― 

野生獣肉処理責

任者講習会の開

催及び獣肉処理

施設への監視指

導 

・狩猟期において、獣肉処理施設への監視指導を行いました。 

（実施回数 20回） 
― 

 

（家畜衛生の推進） 

関係機関が連携

した指導体制の

確立、飼料安全法

令等に関する普

及・監視及び指導 

・飼料の安全性確保のための地域講習会を開催するとともに、啓発資

料を作成・配布しました。 

（地域講習会開催数 12回、啓発資料作成・配布数 420部） 

・県内飼料業者に対し、立入検査を実施し、安全性の確保を図りまし

た。 

（立入検査実施県内飼料事業者数 11件） 

第 9 条

第 1項 
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農場 HACCP の推

進及び改善指導 

・県内農場の衛生状況を定期的に点検し、必要に応じて改善指導を実

施しました。 

（点検実施農場 肉用牛 １戸、採卵鶏 ２戸、肉用鶏 １戸、豚 １

戸） 

第 9 条

第 1項 

動物用医薬品指

示書審査の実施

（再掲） 

・動物用医薬品指示書を審査するとともに、不適正使用を指導し、適

正な使用を推進しました。 

（動物用医薬品指示書審査件数 3,387件、不適正使用指導件数 24

件） 

第 9 条

第 1項 

飼料増産推進方

策、飼料作物生

産・給与技術の確

立・普及に係る検

討、その他情報収

集・提供活動等 

・①飼料増産推進会議の開催、②奨励品種の選定、③生産性向上技術

試験、④迅速な飼料分析の実施、⑤分析結果に基づく飼料栽培管理

及び給与に係る技術指導を行い、粗飼料自給率の向上や大家畜経営

における生産コストの低減を図りました。 

第 9 条

第 1項 

 

（中山間地域の振興） 

特用林産物の生

産者への支援や

指導 

・特用林産物の造成など基盤整備を行い、地域の特色を生かした産

地体制の強化を図りました。  

（実施市町村数 ６市村）   

― 

 

（農林水産物認証制度の創設） 

ワンヘルスの理

念に沿って生産

された県産農林

水産物の認証制

度の推進 

・ワンヘルスの理念に沿って生産された農林水産物等を認証しまし

た。 

 （ワンヘルス認証経営体数 11,078経営体） 

・ワンヘルス認証サイトや認証制度紹介動画のブラッシュアップを

実施しました。 

第 7条

第 5項 

 

（２）生産・消費における環境への負荷の低減 

（環境に配慮した農林水産業の推進） 

農業用プラスチ

ックの排出削減 

・農業用廃プラスチックの適正処理を推進するため、適正処理研修会

を開催しました。 
第 13条 

減農薬・減化学肥

料、CO2削減に資

する農業のグリ

ーンな栽培体系

への転換や未利

用バイオマスの

有効活用支援 

・有機農業の取組を推進するため、指導員研修を実施するとともに、

環境に調和した農業の推進を図りました。 

（有機農業指導員育成 ７名、「環境負荷低減事業活動実施計画」

の認定[みどり認定] ５件） 

第 9 条

第 1項 

環境保全型農業

直接支払制度の

活用を支援 

・環境保全型農業直接支払制度を活用し、減農薬・減化学肥料の取組

や有機農業等を支援しました。 

（取組団体数 80団体、活動実施面積 958ha） 

第 9 条

第 1項 

家畜排せつ物法

対応状況調査及

び巡回指導 

・家畜排せつ物法対応状況調査、巡回指導を実施するとともに、環境

保全部会を開催し、家畜排せつ物の適正処理の推進と堆肥の利用の

促進を図りました。 

（家畜排せつ物法対応状況調査数 390戸、巡回指導数 183回、環

境保全部会 ９回） 

第 13条 
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漁業者等による

藻場・干潟保全活

動を支援（再掲） 

・藻場・干潟保全活動に取り組む漁業者等に対し、活動に要する経費

を助成するとともに、技術的な指導を行いました。 

（助成・指導組織数 17組織） 

第 9 条

第 2項 

 

（食品ロスの削減） 

食品ロス削減の

推進 

・企業等が新規に食品を提供する際の輸送を支援するとともに、継続

的に食品を提供する企業等にフードバンク協力企業証を贈呈しま

した。 

（フードバンクへの食品提供者数 累計 168者） 

・「食べもの余らせん隊」の登録対象を、従来の飲食店や小売店だけ

でなく、食品メーカー等の「食品ロス削減に取り組む事業者」に拡

大しました。 

（登録店舗数 2,390店） 

・食品ロス削減の機運を醸成するため、県民への波及・啓発効果に優

れた取組を称える表彰を実施しました。 

（受賞件数 ８件） 

― 

食品ロス削減マ

イスターの養成 

・食品ロス削減行動を促す啓発を行うために、座学だけでなくエコク

ッキングなどの実践的な内容も講義できる講師役である「食品ロス

削減マイスター」を地域の学習会等に派遣しました。 

（派遣回数 20回） 

― 

 

（３）地産地消・食育の推進 

ポイントキャン

ペーン・モバイ

ルスタンプラリ

ーの実施（再掲） 

・「地産地消応援の店」を対象としたポイントキャンペーンを９月～

11 月、直売所と観光農園を対象にしたモバイルスタンプラリーを

７月～２月に実施しました。 

（ポイントキャンペーン参加店舗数 432店舗、モバイルスタンプ

ラリー参加店舗数 205店舗） 

第 11 条

第 1項、

第 12 条

第 1項 

地域での食育・

地産地消の推進

支援、直売所連

絡協議会の開催

（再掲） 

・市町村等が実施する食育活動に対して助成を行いました。 

（支援市町数 5市町、団体数４団体） 

・直売所連絡協議会の研修会の開催や県庁ロビー出張販売への支援

を行いました。 

（研修会開催回数 ２回、ロビー販売回数 17回） 

第 11 条

第 1、2

項、第 12

条第 1、

2項 

調理実習での柿

の皮むき体験や

学校における食

育出前講座の開

催、食育動画の

作成・活用（再

掲） 

・小中学校の調理実習等の授業で活用する柿を無償提供しました。 

（提供学校数 263校） 

・小中学生を対象に、野菜ソムリエや JA全農ふくれんを講師として、

食育出前講座を実施しました。 

（実施学校数 30校） 

・小中学校の総合学習や給食の時間に活用できる食育動画を作成し

ました。 

（動画数 10品目） 

第 11 条

第 1、2

項、第 12

条第 1、

2項 

ホームページや

SNSでの食育・地

産地消情報の提

供（再掲） 

・ホームページや「応援ファミリー」向けメルマガの配信、県公式

LINEの「ふくおかの食・地産地消情報」等により、情報を発信しま

した。 

（ホームページ PV数 195,376PV、メルマガ配信回数 53回、LINE

発信回数 60回、インスタグラム投稿回数 154回、フェイスブ

ック投稿回数 165回） 

第 11 条

第 1、2

項、第 12

条第1項 
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農林漁業応援団

体の募集・登録・

認定の推進、農

林漁業体験ツア

ーや産地ツアー

の実施（再掲） 

・「地産地消応援ファミリー」については、イベントにおける登録キ

ャンペーンの実施や、包括連携協定締結企業等に対して、「農林漁

業応援団体」と併せて社員への登録を推進しました。 

（応援ファミリー 55,510世帯、応援団体 917団体） 

・「地産地消応援の店」については、SNS を活用した PR や他の登録

制度との連携により認定拡大を図りました。 

（店舗数 1,861店舗） 

・農林漁業体験ツアーを開催しました。 

（開催回数 49回、参加者数 1,247人） 

・「応援の店」の県産食材の利用拡大のため、県産食材産地ツアーを

開催しました。 

（開催回数 ３回、参加者数 38人） 

第 11 条

第 1項、

第 12 条

第 1項 

学校給食への県

産米の導入支援 

・学校給食に「夢つくし」、「元気つくし」を導入する小中学校等に

対し、奨励金を交付しました。 

 （交付校数 997校） 

第 12 条

第 1項 

 

（４）有益な微生物の活用 

微生物等による

生産革命をもた

らす「スマートセ

ル」実用化の推進 

・スマートセルを用いて、機能性材料・製品の開発を目指す企業に

対する支援を行いました。 

（スマートセル枠実施数 ２件） 

第 28条 

微生物を活用し

た技術・製品開発

の支援 

・生物食品研究所が保有する微生物ならびに関連技術を用いた技術

支援や人材育成活動を通じて、県内中小企業が取り組む微生物を

活用した技術・製品開発を支援しました。 

（支援件数 10件） 

第 28条 

 

【目標指標の進捗】  

指標 
当初値 

(R2年度) 

目標値 

(R8年度) 

現状値 

(R5年度) 

国際水準ＧＡＰの認証取得数 
37件 

（累計値） 

60件 

（累計値） 

48件 

（累計値） 

ワンへルスの実践に取り組む経営体

数（農林漁業） 
－ 

6,000経営体 

（累計値） 

11,078 経営体 

（累計値） 

中山間応援サポーター活動への参加

者数 

71人 

(単年度) 
240人 

(単年度) 

204人 

(単年度) 【参考】141人 

(単年度) 

(2019(R1)年度） 

ふくおか地産地消応援の店の数 
1,659店 

（累計値） 

2,200店 

（累計値） 

1.861店 

（累計値） 
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７ ワンへルス実践の基盤整備 

（１）啓発活動の推進 

県民参加型イベ

ントの開催（再

掲） 

・「ワンヘルスフェスタ 2023」を 10月に筑後地域で、11月に福岡

地域で開催し、ワンヘルスの取組を紹介するパネル展示やステー

ジ発表、ふれあい動物園などのコーナーやワンヘルス宣言事業者

のブース等を設け、ワンヘルスの理念の普及啓発を行いました。

（参加者数 筑後地域 2,500人、福岡地域 7,500人） 

― 

ワンヘルス推進

の象徴となるロ

ゴマークの活用 

・ワンヘルスの理念の認知率向上及び機運の醸成を図るために、ワ

ンヘルス推進の象徴となるロゴマークをイベント等を通じて活用

しました。 

― 

ポータルサイト

を活用した情報

発信（再掲） 

・「福岡県ワンヘルス推進ポータルサイト」を活用して、ワンヘル

スに関する情報を総合的に発信しました。 
― 

啓発資料等の配

布（再掲） 

・ワンヘルスの認知率を向上させるため、イベント等においてワン

ヘルスロゴマークをデザインしたノベルティの配布やバッジの着

用を実施しました。 

・ワンヘルスに関するポスターや冊子、動画を、関係団体やイベン

ト等を通じて、配付・配信し、ワンヘルスの理解促進を図りました。 

― 

テレビ・新聞広

告による広報

（再掲） 

・「ワンヘルスフェスタ 2023」の開催に合わせて、ワンヘルスに

関する情報をテレビやラジオで発信しました。 

（テレビ 9回、ラジオ 19回） 

・「第 4 回福岡県ワンヘルス国際フォーラム」に合わせて、同フォ

ーラムの内容や本県のワンヘルスの取組を紹介する新聞記事を掲

載しました。 

― 

医療従事者を対

象とした啓発活

動等 

・ワンヘルス推進のキーパーソンとなる医療従事者等を対象にした

ワンヘルス研修バスツアーや、医師会や獣医師会とのネットワー

クの構築のための研修会を実施しました。 

（研修会開催回数 １回、バスツアー開催回数 １回） 

― 

ワンヘルスの森

整備 

・ワンヘルスの理念を自然の中で実感できるワンヘルスの森を整備

し、教育の場として活用することで、ワンヘルスの理解促進及び県

民の健康づくりの推進を図りました。 

第 18 条

第 1項 

ワンヘルス宣言

事業者登録制度

の推進 

・ワンヘルスの理念に賛同し、ワンヘルスに関する活動に取り組み、

その活動の情報発信に努める県内事業者を登録する「ワンヘルス

宣言事業者登録制度」を推進しました。 

（登録事業者数（累計） 9,913件） 

― 

ワンヘルスの理

念に沿って生産

された県産農林

水産物の認証制

度の推進（再

掲） 

・ワンヘルスの理念に沿って生産された農林水産物等を認証しまし

た。 

 （ワンヘルス認証経営体数 11,078経営体） 

・ワンヘルス認証サイトや認証制度紹介動画のブラッシュアップを

実施しました。 

第 7 条第

5項 

ワンヘルス認証

農林水産物の認

知度向上・販売

拡大 

・県内大手量販店での販売常設コーナーの設置やフェアを開催しま

した。 

（フェア開催回数 11回） 

・テレビ CM放映等により、ワンヘルス認証農林水産物の認知度向上

を図りました。 

第 7 条第

１～5項 
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出荷資材経費の

助成 

・出荷資材経費低減の取組やワンヘルス認証を取得する農林漁業者

に対し、荷資材経費の一部を支援しました。 

第 7 条

第 5項 

リニューアルオ

ープン記念式典

や体験提供機能

の強化、体験イ

ベントの実施 

・ビジターセンターの改修工事の完了に合わせ、５月に来賓や地元

児童等を招待して記念式典を開催しました。 

・小中学校等の団体利用者に対応するレクチャールームでの施設紹

介等、体験を提供する機能を強化しました。 

・休暇村の自然（フィールド）を体験できるイベントを年２回開催

しました。 

― 

九州芸文館開館

10周年記念イベ

ントの開催 

・九州芸文館の開館 10周年を記念し、筑後地域を中心とした伝統芸

能や伝統工芸、食を活かした体験イベントを開催しました。 

・ワンヘルスの観点から、動物との共生や地産地消をテーマに、飲

食店による食の提供を行う（キッチンカーやショップの出店）とと

もに、ドッグカフェを設置しました。 

― 

ワンヘルスマス

ターの育成 

・ワンヘルスの基本（理念、歴史、現状）から実践的なワンヘルスの

取組例まで教えることができ、積極的にワンヘルスの啓発活動を

行う「ワンヘルスマスター」を育成しました。 

（育成人数 12人） 

― 

ワンヘルス宣言

事業者交流会の

開催 

・事業者交流会の開催により、参加者同士の連携や事業者による新

たなワンヘルスの活動を促しました。 

（参加事業者数 32事業者） 

― 

ワンヘルスワー

クショップの開

催 

・今後の啓発事業に活用するため、ワンヘルスをわかりやすく伝え

る言葉や県民が理解しやすい啓発方法を考えるワークショップ

を、県内の大学生を対象に開催しました。 

（参加者数 15名） 

― 

屋外ワンヘルス

体験学習・研究

ゾーン（仮称）

の整備 

・ワンヘルスセンターの中核施設である保健環境研究所の附属施設

として、生物多様性保全に関する屋外研究とともに、生物多様性保

全の観点から国内初のワンヘルス教育を実践する屋外学習を行う

場を整備するため基本設計を実施しました。 

― 

ワンヘルスの実

践に取り組む市

町村の支援 

・ワンヘルスに関する体験等ができる市町村の施設をワンヘルス啓

発施設として認定し、その設備整備に係る費用を一部補助しまし

た。 

（啓発施設認定 ４件、補助金交付 １市） 

・ワンヘルス啓発施設で共通して活用できるワンへルスの案内動画

を制作しました。 

― 

FAVAワンヘルス

福岡オフィスの

ワンヘルス推進

活動に対する支

援 

・FAVAワンヘルス福岡オフィスのワンヘルス推進活動を支援するた

め、事務所の賃料及び光熱費等の支援を実施しました。 
― 

ワンヘルス実践

団体の支援 

・ワンヘルスの実践に取り組む団体による啓発活動に対し、後援名

義等を行いました。 
― 
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（２）教育の推進 

全県立高等学校

でのワンヘルス

教育の実施及び

ワンヘルス教育

実践協力校によ

る好事例の普及 

・全ての県立高校でワンヘルス教育推進教員を指定し指導計画を立

案の上、授業（保健、地理・理科・家庭、農業、総合的な探究の時

間等）や文化祭等でワンヘルス教育を実施しました。 

・ワンヘルス教育推進教員研修会を実施しました。   

・ワンヘルス関連の行事を中心に実践協力校による好事例の普及・

展開をしました。 

― 

ワンヘルス教育

推進委員会の設

置・開催 

・ワンヘルス教育推進委員会を開催し、ワンヘルス教育の充実に向

けて協議しました。 

（開催回数 ３回） 

― 

ハワイにおける

ワンヘルス学習 

・ハワイへの１週間の短期留学を実施し、ハワイ大学等にて、ワン

ヘルスに関する特別講義や現地での農業就業体験を通し、ワンヘ

ルスの意義や日本との関係性、今後の課題等について学びました。 

（福岡県内の高校生 15名程度） 

― 

私立高等学校に

おけるワンヘル

ス教育の推進 

・ワンヘルスの理念と実践に対する意識醸成を図るセミナーを開催

するとともに、学校の特色にあったワンヘルス教育について助言

する専門家派遣を行いました。 

・ワンヘルス教育に係る啓発リーフレットを活用して、高校生向け

に授業を行うための教員用指導資料を作成し、配布しました。 

― 

未来をつくる高

校生チャレンジ

２０２３の実施 

・高校生が自分自身の可能性に気づき、能力を磨き、様々な分野で

才能を生かしながら大きくはばたくことができるよう、県内の高

校生のチャレンジを募集するともに、採択されたチャレンジに対

して専門家のアドバイスや資金援助を行いました。 

・募集するテーマの一つに「ワンヘルスの推進」を設定し、当該テー

マのチャレンジを２件採択しました。 

― 

SDGs・ワンヘル

ス学習に対応し

た修学旅行用プ

ログラムのモニ

ターツアーの実

施 

・中部地方の旅行会社や学校関係者を対象に、SDGｓ学習及びワンヘ

ルス学習が可能な施設（四王寺県民の森など）をコースに組み込ん

だモニターツアーを実施するとともに、ワンヘルス学習の事前学

習・当日学習・事後学習用のワークブックを作成しました。 
― 

 

（３）中核拠点の整備等 

保健環境研究所

の新築及び改修

に係る基本設計、

実施設計 

・保健環境研究所の新築及び改修に係る基本設計を完了し、実施設

計を開始しました。 
― 

研究職員の博士

取得に対する助

成および文献検

索ライセンス購

入 

・高い研究水準をもつ研究職員を育成するため、博士取得に対する

助成および論文等を検索できるシステムを導入しました。 
― 

動物保健衛生所

の設置に向けた

取組 

・動物保健衛生所の業務内容や関係機関との連携の検討、獣医師職

員の研修を行いました。 

・動物保健衛生所の基本設計を実施しました。 

第 14 条

第 1 項、

第 2項 
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屋外ワンヘルス

体験学習・研究

ゾーン（仮称）

の整備（再掲） 

・ワンヘルスセンターの中核施設である保健環境研究所の附属施設

として、生物多様性保全に関する屋外研究とともに、生物多様性

保全の観点から国内初のワンヘルス教育を実践する屋外学習を行

う場を整備するため基本設計を実施しました。 

― 

「アジア新興・

人獣共通感染症

センター」の九

州への誘致を実

現するための取

組 

・九州地方知事会において、センターの誘致について特別決議とし

て採択されました。 

・センターの設置について機会を捉えて国へ要望を行いました。 

・大学等との連携体制構築に向けた継続協議を行いました。 

― 

国際フォーラム

の開催 

・新型コロナウイルス感染症をはじめとする人獣共通感染症などに

対して、医療、獣医療、環境など各分野の世界トップクラスの研

究者がワンヘルスアプローチにより解決することを目指し、研究

成果などを世界に向けて発信するため、令和６年２月に「第４回

福岡ワンヘルス国際フォーラム」を開催し、ワンヘルスに関する

研究者による基調講演や総合討論等を実施しました。 

（参加者数 220人） 

― 

ワンヘルスに関

する国際会議を

誘致 

・ワンヘルスに関する国際会議の誘致を目指し、誘致戦略の策定、

プロモーション、海外キーパーソンの招聘、大会関係者との協議

などの一連の誘致活動を行いました。 

― 

市町村によるワ

ンヘルス推進宣

言 

・市町村がワンヘルスの理念に賛同し、県の取組への連携・協力や、

住民へ普及啓発を行う「ワンヘルス推進宣言」を表明するよう、

説明や働きかけを行いました。 

（ワンヘルス推進宣言を表明した市町村 累計 26市町村、議会で

ワンヘルス推進に係る決議を可決した市町村 累計 12市町） 

― 

 

【目標指標の進捗】  

 

実践条例関係事業（その他） 

庁内ワンヘルス

推進会議の開催 

・関係部局における事業内容やワンヘルスに関する課題を整理し情

報を共有するために庁内ワンヘルス推進会議を開催しました。 

（開催回数 ２回） 

第 3 条

第 2 項, 
第 26条,

第 29条 

指標 
当初値 

(R2年度) 

目標値 

(R8年度) 

現状値 

(R5年度) 

ワンへルスの認知率 
21.9% 

(2021(R3)年度) 
70% 50.7% 

ワンヘルス宣言事業者登録数 － 

13,500件 

（累計値） 

※当初目標値 

（11,000 件）を修正 

9,913件 

（累計値） 

高等学校におけるワンヘルス教育の

実施率 
－ 100% 62.5％ 
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福岡県ワンヘル

ス推進協議会の

開催 

・行動計画の推進に関すること等について協議するため、有識者等

で構成する福岡県ワンヘルス推進協議会を開催しました。 

（開催回数 ２回） 

第 3 条

第 2 項,

第 26条,

第 29条 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

発行日／令和６年６月 初版 

令和７年３月 確定した実績を追加 

編 集／福岡県保健医療介護部ワンヘルス総合推進課 

 

〒８１２―８５７７ 

福岡市博多区東公園７－７ 

TEL：０９２―６４３―３６２２ 

FAX：０９２－６４３－３６９７ 

E-mail：one-health@pref.fukuoka.lg.jp 


